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食育基本法（平成17年法律第63号）＜抄＞ 

前文 

 21世紀における我が国の発展のためには、子どもたちが健全な心と身体を培い、未来や国際社

会に向かって羽ばたくことができるようにするとともに、すべての国民が心身の健康を確保し、

生涯にわたって生き生きと暮らすことができるようにすることが大切である。 

 子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも「食」

が重要である。今、改めて、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎と

なるべきものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択す

る力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが求めら

れている。もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、子どもたちに対する食

育は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い

豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となるものである。 

 一方、社会経済情勢がめまぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中で、人々は、毎日の「食」

の大切さを忘れがちである。国民の食生活においては、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活

習慣病の増加、過度の痩身志向などの問題に加え、新たな「食」の安全上の問題や、「食」の海

外への依存の問題が生じており、「食」に関する情報が社会に氾濫する中で、人々は、食生活の

改善の面からも、「食」の安全の確保の面からも、自ら「食」のあり方を学ぶことが求められて

いる。また、豊かな緑と水に恵まれた自然の下で先人からはぐくまれてきた、地域の多様性と豊

かな味覚や文化の香りあふれる日本の「食」が失われる危機にある。 

 こうした「食」をめぐる環境の変化の中で、国民の「食」に関する考え方を育て、健全な食生

活を実現することが求められるとともに、都市と農山漁村の共生・対流を進め、「食」に関する

消費者と生産者との信頼関係を構築して、地域社会の活性化、豊かな食文化の継承及び発展、環

境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進並びに食料自給率の向上に寄与することが期待され

ている。 

 国民一人一人が「食」について改めて意識を高め、自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々な

活動への感謝の念や理解を深めつつ、「食」に関して信頼できる情報に基づく適切な判断を行う

能力を身に付けることによって、心身の健康を増進する健全な食生活を実践するために、今こそ、

家庭、学校、保育所、地域等を中心に、国民運動として、食育の推進に取り組んでいくことが、

我々に課せられている課題である。さらに、食育の推進に関する我が国の取組が、海外との交流

等を通じて食育に関して国際的に貢献することにつながることも期待される。 

 ここに、食育について、基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、地方公共団体及び国

民の食育の推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

   第 1章 総則 

（目的）  

第 1条 この法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわた

って健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題とな

っていることにかんがみ、食育に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明

らかにするとともに、食育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食育に関する

施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と

豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。  

（国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成）  

第 2条 食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現すること

により、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行われなければ

ならない。  

資料 2 
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（食に関する感謝の念と理解）  

第 3条 食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、

食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が深まるよう配

慮されなければならない。  

 

（食育推進運動の展開）  

第 4条 食育を推進するための活動は、国民、民間団体等の自発的意思を尊重し、地域の特性に

配慮し、地域住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得るものとするとともに、

その連携を図りつつ、あまねく全国において展開されなければならない。  

 

（子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割）  

第 5条 食育は、父母その他の保護者にあっては、家庭が食育において重要な役割を有している

ことを認識するとともに、子どもの教育、保育等を行う者にあっては、教育、保育等における

食育の重要性を十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り組むこととなる

よう、行われなければならない。  

 

（食に関する体験活動と食育推進活動の実践）  

第 6条 食育は、広く国民が家庭、学校、保育所、地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所を

利用して、食料の生産から消費等に至るまでの食に関する様々な体験活動を行うとともに、自

ら食育の推進のための活動を実践することにより、食に関する理解を深めることを旨として、

行われなければならない。  

 

（伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上

への貢献）  

第 7条 食育は、我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、環境と調和

のとれた食料の生産とその消費等に配意し、我が国の食料の需要及び供給の状況についての国

民の理解を深めるとともに、食料の生産者と消費者との交流等を図ることにより、農山漁村の

活性化と我が国の食料自給率の向上に資するよう、推進されなければならない。  

 

（食品の安全性の確保等における食育の役割）  

第 8条 食育は、食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎である

ことにかんがみ、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供及びこれについて

の意見交換が、食に関する知識と理解を深め、国民の適切な食生活の実践に資することを旨と

して、国際的な連携を図りつつ積極的に行われなければならない。  

 

（国の責務）  

第 9条 国は、第 2条から前条までに定める食育に関する基本理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有す

る。  

 

（地方公共団体の責務）  

第 10条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、そ

の地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

 

（教育関係者等及び農林漁業者等の責務）  

第 11条 教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健（以下「教育等」という。）に

関する職務に従事する者並びに教育等に関する関係機関及び関係団体（以下「教育関係者等」

という。）は、食に関する関心及び理解の増進に果たすべき重要な役割にかんがみ、基本理念

にのっとり、あらゆる機会とあらゆる場所を利用して、積極的に食育を推進するよう努めると

ともに、他の者の行う食育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。  
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2  農林漁業者及び農林漁業に関する団体（以下「農林漁業者等」という。）は、農林漁業に関

する体験活動等が食に関する国民の関心及び理解を増進する上で重要な意義を有することにか

んがみ、基本理念にのっとり、農林漁業に関する多様な体験の機会を積極的に提供し、自然の

恩恵と食に関わる人々の活動の重要性について、国民の理解が深まるよう努めるとともに、教

育関係者等と相互に連携して食育の推進に関する活動を行うよう努めるものとする。  

 

（食品関連事業者等の責務）  

第 12条 食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する団体（以

下「食品関連事業者等」という。）は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自主的か

つ積極的に食育の推進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する食育の推進に関

する施策その他の食育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。  

 

（国民の責務）  

第 13条 国民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念に

のっとり、生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推進に寄与するよ

う努めるものとする。  

 

（法制上の措置等）  

第 14条 政府は、食育の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他

の措置を講じなければならない。  

 

（年次報告）  

第 15条 政府は、毎年、国会に、政府が食育の推進に関して講じた施策に関する報告書を提出し

なければならない。  

 

   第 2章 食育推進基本計画等  

（食育推進基本計画）  

第 16条 食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食育

推進基本計画を作成するものとする。  

2  食育推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 食育の推進に関する施策についての基本的な方針  

二 食育の推進の目標に関する事項  

三 国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項  

四 前三号に掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため

に必要な事項  

3  食育推進会議は、第 1項の規定により食育推進基本計画を作成したときは、速やかにこれを

内閣総理大臣に報告し、及び関係行政機関の長に通知するとともに、その要旨を公表しなけれ

ばならない。 

4  前項の規定は、食育推進基本計画の変更について準用する。  

 

（都道府県食育推進計画）  

第 17条 都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区域内における食育の推

進に関する施策についての計画（以下「都道府県食育推進計画」という。）を作成するよう努

めなければならない。  

2  都道府県（都道府県食育推進会議が置かれている都道府県にあっては、都道府県食育推進会

議）は、都道府県食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表し

なければならない。  
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（市町村食育推進計画）  

第 18条 市町村は、食育推進基本計画（都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育推

進基本計画及び都道府県食育推進計画）を基本として、当該市町村の区域内における食育の推

進に関する施策についての計画（以下「市町村食育推進計画」という。）を作成するよう努め

なければならない。  

2  市町村（市町村食育推進会議が置かれている市町村にあっては、市町村食育推進会議）は、

市町村食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければな

らない。  

 

  第 3章 基本的施策 

（家庭における食育の推進）  

第 19条 国及び地方公共団体は、父母その他の保護者及び子どもの食に対する関心及び理解を深

め、健全な食習慣の確立に資するよう、親子で参加する料理教室その他の食事についての望ま

しい習慣を学びながら食を楽しむ機会の提供、健康美に関する知識の啓発その他の適切な栄養

管理に関する知識の普及及び情報の提供、妊産婦に対する栄養指導又は乳幼児をはじめとする

子どもを対象とする発達段階に応じた栄養指導その他の家庭における食育の推進を支援するた

めに必要な施策を講ずるものとする。  

 

（学校、保育所等における食育の推進）  

第 20条 国及び地方公共団体は、学校、保育所等において魅力ある食育の推進に関する活動を効

果的に促進することにより子どもの健全な食生活の実現及び健全な心身の成長が図られるよう、

学校、保育所等における食育の推進のための指針の作成に関する支援、食育の指導にふさわし

い教職員の設置及び指導的立場にある者の食育の推進において果たすべき役割についての意識

の啓発その他の食育に関する指導体制の整備、学校、保育所等又は地域の特色を生かした学校

給食等の実施、教育の一環として行われる農場等における実習、食品の調理、食品廃棄物の再

生利用等様々な体験活動を通じた子どもの食に関する理解の促進、過度の痩身又は肥満の心身

の健康に及ぼす影響等についての知識の啓発その他必要な施策を講ずるものとする。  

 

（地域における食生活の改善のための取組の推進）  

第 21条 国及び地方公共団体は、地域において、栄養、食習慣、食料の消費等に関する食生活の

改善を推進し、生活習慣病を予防して健康を増進するため、健全な食生活に関する指針の策定

及び普及啓発、地域における食育の推進に関する専門的知識を有する者の養成及び資質の向上

並びにその活用、保健所、市町村保健センター、医療機関等における食育に関する普及及び啓

発活動の推進、医学教育等における食育に関する指導の充実、食品関連事業者等が行う食育の

推進のための活動への支援等必要な施策を講ずるものとする。  

 

（食育推進運動の展開）  

第 22条 国及び地方公共団体は、国民、教育関係者等、農林漁業者等、食品関連事業者等その他

の事業者若しくはその組織する団体又は消費生活の安定及び向上等のための活動を行う民間の

団体が自発的に行う食育の推進に関する活動が、地域の特性を生かしつつ、相互に緊密な連携

協力を図りながらあまねく全国において展開されるようにするとともに、関係者相互間の情報

及び意見の交換が促進されるよう、食育の推進に関する普及啓発を図るための行事の実施、重

点的かつ効果的に食育の推進に関する活動を推進するための期間の指定その他必要な施策を講

ずるものとする。  

2  国及び地方公共団体は、食育の推進に当たっては、食生活の改善のための活動その他の食育

の推進に関する活動に携わるボランティアが果たしている役割の重要性にかんがみ、これらの

ボランティアとの連携協力を図りながら、その活動の充実が図られるよう必要な施策を講ずる

ものとする。  
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（生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等）  

第 23条 国及び地方公共団体は、生産者と消費者との間の交流の促進等により、生産者と消費者

との信頼関係を構築し、食品の安全性の確保、食料資源の有効な利用の促進及び国民の食に対

する理解と関心の増進を図るとともに、環境と調和のとれた農林漁業の活性化に資するため、

農林水産物の生産、食品の製造、流通等における体験活動の促進、農林水産物の生産された地

域内の学校給食等における利用その他のその地域内における消費の促進、創意工夫を生かした

食品廃棄物の発生の抑制及び再生利用等必要な施策を講ずるものとする。  

 

（食文化の継承のための活動への支援等）  

第 24条 国及び地方公共団体は、伝統的な行事や作法と結びついた食文化、地域の特色ある食文

化等我が国の伝統のある優れた食文化の継承を推進するため、これらに関する啓発及び知識の

普及その他の必要な施策を講ずるものとする。  

 

（食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進）  

第 25条 国及び地方公共団体は、すべての世代の国民の適切な食生活の選択に資するよう、国民

の食生活に関し、食品の安全性、栄養、食習慣、食料の生産、流通及び消費並びに食品廃棄物

の発生及びその再生利用の状況等について調査及び研究を行うとともに、必要な各種の情報の

収集、整理及び提供、データベースの整備その他食に関する正確な情報を迅速に提供するため

に必要な施策を講ずるものとする。  

2  国及び地方公共団体は、食育の推進に資するため、海外における食品の安全性、栄養、食習

慣等の食生活に関する情報の収集、食育に関する研究者等の国際的交流、食育の推進に関する

活動についての情報交換その他国際交流の推進のために必要な施策を講ずるものとする。  

 

   第 4章 食育推進会議等  

（食育推進会議の設置及び所掌事務）  

第 26条 内閣府に、食育推進会議を置く。  

2  食育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 食育推進基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。  

二 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進

に関する施策の実施を推進すること。  

 

（組織）  

第 27条 食育推進会議は、会長及び委員 25人以内をもって組織する。  

 

（会長）  

第 28条 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。  

2  会長は、会務を総理する。  

3  会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。  

 

（委員）  

第 29条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。  

一  内閣府設置法 （平成 11年法律第 89号）第 9条第１項に規定する特命担当大臣であって、

同項の規定により命を受けて同法第 4条第 1項第 18号に掲げる事項に関する事務及び同条第

3項第 27号の 3に掲げる事務を掌理するもの（次号において「食育担当大臣」という。）  

二 食育担当大臣以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者  

三 食育に関して十分な知識と経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者  

2  前項第 3号の委員は、非常勤とする。  
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（委員の任期）  

第 30条 前条第１項第 3号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。  

2  前条第 1項第 3号の委員は、再任されることができる。  

 

（政令への委任）  

第 31条 この章に定めるもののほか、食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で

定める。  

 

（都道府県食育推進会議）  

第 32条 都道府県は、その都道府県の区域における食育の推進に関して、都道府県食育推進計画

の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、都道府県食育推進会議を置く

ことができる。  

2  都道府県食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。  

 

（市町村食育推進会議）  

第 33条 市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の作成

及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、市町村食育推進会議を置くことがで

きる。  

2  市町村食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。  

 

附則抄から 

附則（平成 21年法律第 49 号）抄まで略  
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第2次食育推進基本計画 

（平成23年3月31日食育推進会議決定、平成25年12月26日一部改定） 

 

はじめに 

1．食をめぐる現状 

我が国は戦後の高度成長により国民の生活水準が著しく向上し、かつての食糧難と言われた

時代から、食べ残しや食品廃棄物の増大が問題となるようないわゆる「飽食」の時代を迎えた。

他方、食料は海外に大きく依存しており、我が国の食料自給率は先進国中最低の水準となって

おり、食料自給率の向上が急務となっている。 

我が国の伝統的な食生活は気候風土に合った米や野菜を中心とし、豊かな食文化を作り上げ

たが、塩分の大量摂取や脂質の摂取不足などの課題も抱えていた。戦後、伝統的な食生活の長

所を保ちつつ畜産物や乳製品などをバランスよく取り込み、米と多様な副食からなるいわゆる

「日本型食生活」を実現し、海外からも大きく評価された。ところが、社会経済構造の変化、

国民の価値観の多様化等を背景に、かつての米を中心として多様な副食からなるいわゆる「日

本型食生活」を基本とした食生活スタイルから個人の好みに合わせた食生活スタイルへと食の

多様化がさらに進展した。その結果、脂質の過剰摂取や野菜の摂取不足等の栄養の偏り、朝食

の欠食に代表されるような食習慣の乱れに起因する肥満や生活習慣病の増加、過度の痩身等

様々な問題が引き起こされている。食の多様化は社会経済構造や国民の意識の変化に起因する

ものであるだけに短期間に問題をすべて解決することは困難であるが、食育として粘り強く取

り組むことが重要である。 

特に人格形成期にある子どもの食育は重要であるが、依然として朝食の欠食がみられ、一人

で食べることも少なくない。生活時間の多様化とも相まって家族や友人等と一緒に楽しく食卓

を囲む機会が減少傾向にあるが、食育の場としてもこうした機会を確保することは重要である。

高齢者については経済的、物理的要因等により一部の高齢者の食生活の質が低下しているとの

指摘があるが、高齢者が生き生きと生活できるような健全な食生活が確保されることが重要で

ある。 

食については情報が氾濫している一方、受け手である国民が正しい情報を適切に選別し活用

することが困難な状況も見受けられる。食品の安全性に関わる国内外の事案の発生により食品

の安全性に対する国民の関心は高まっており、適切な情報の提供により国民の理解の増進を図

る必要がある。 

また、食の多様化が進む一方で、地域の伝統的な食文化が失われつつある。個性あふれる地

域社会の活性化等の観点から、地域の気候風土等と結び付いた伝統ある優れた食文化をいかし

ていくことが重要である。 

 

2．これまでの取組と今後の展開 

「国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむ」（食育基本法第１条）

ことを目的として、平成１７年６月に食育基本法が制定された。平成１８年３月には、同法に

基づく食育推進基本計画を策定し（平成１８年度から２２年度まで）、国は、５年にわたり、

都道府県、市町村、関係機関・団体等多様な主体とともに食育を推進してきた。 

その結果、すべての都道府県における食育推進計画の作成・実施、食育の推進に関わるボラ

ンティアの数の増加、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）を認知している国民の割

合の増加、また、家庭、学校、保育所等における食育の進展等、食育は着実に推進されてきて

いる。 

しかしながら、生活習慣の乱れからくる糖尿病等の生活習慣病有病者の増加、子どもの朝食

欠食、家族とのコミュニケーションなしに一人で食事をとるいわゆる「孤食」が依然として見

受けられること、あるいは高齢者の栄養不足等、食をめぐる諸課題への対応の必要性はむしろ

増している。 

今後の食育の推進に当たっては、単なる周知にとどまらず、国民が「食料の生産から消費等

に至るまでの食に関する様々な体験活動を行うとともに、自ら食育の推進のための活動を実践

資料３ 
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することにより、食に関する理解を深めること」（食育基本法第６条）を旨として、生涯にわ

たって間断なく食育を推進する「生涯食育社会」の構築を目指すとともに、食をめぐる諸課題

の解決に資するように推進していくことが必要である。 

これまでの食育の推進の成果と食をめぐる諸課題を踏まえ、食育に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するため、平成２３年度から２７年度までの５年間を期間とする新たな食育推進

基本計画を策定する。 

 

第1 食育の推進に関する施策についての基本的な方針 

今後の食育の推進に関する施策の基本的な方針として、次の３の重点課題及び７の基本的な取

組方針について定める。 

 

1．重点課題 

⑴ 生涯にわたるライフステージに応じた間断ない食育の推進 

食は命の源であり、食がなければ命は成り立たない。それゆえ、国民が生涯にわたって健

全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することは、重要である。 

そこで、子どもから成人、高齢者に至るまで、ライフステージに応じた間断ない食育を推

進し、「生涯食育社会」の構築を目指すこととする。そのため、国は、一人一人の国民が自

ら食育に関する取組が実践できるように、情報提供する等適切な施策を推進する。 

なお、家庭の態様の多様化、社会的あるいは経済的環境要因、高齢化等により、健全な食

生活を実現することが困難な立場にある者にも十分配慮し、ＮＰＯなどの新しい公共との連

携や、協働等を含めた支援施策も講じつつ、食育を推進する。 

⑵ 生活習慣病の予防及び改善につながる食育の推進 

現在、我が国では生活習慣病が死因の約６割を占め、国民医療費（一般診療医療費）につ

いても、約３割と、その予防及び改善は国民的課題である。 

特に、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）が強く疑われる者及び予備群と考え

られる者は、４０歳から７４歳の男性の約２人に１人、女性の約５人に１人と、深刻な状況

にある。 

また、生活習慣病の一つである糖尿病についても、強く疑われる者及び可能性が否定でき

ない者を合わせると約２，２１０万人を超え、増加傾向にある。 

このため、生活習慣の改善が重要な課題であり、その中でも、食生活の改善は極めて重要

であることから、生活習慣病の予防及び改善につながる食育について、国はもとより、地方

公共団体、関係機関・団体が連携して推進する。 

⑶ 家庭における共食を通じた子どもへの食育の推進 

子どものころに身に付いた食習慣を大人になって改めることは困難であり、子どものうち

に健全な食生活を確立することは、成長段階にある子どもが、必要な栄養を摂取し健やかな

体を作り、生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となる。 

このため、日常生活の基盤である家庭において、子どもへの食育の取組を確実に推進して

いくことは重要な課題である。 

特に、家族が食卓を囲んで共に食事をとりながらコミュニケーションを図る共食は、食育

の原点であり、子どもへの食育を推進していく大切な時間と場であると考えられることから、

家族との共食を可能な限り推進する。 

家族との共食の際は、子どもたちに、食卓を囲む家族の団らんによる食の楽しさを実感さ

せるとともに、食事のマナーや挨拶習慣など食や生活に関する基礎の習得ができるように配

慮する。 

もとより、ライフスタイル、家庭の態様や家族関係は多様化しており、家庭における食育

は決して一律には推進できないが、家庭が子どもへの食育の基礎を形成する場であることは

否めない。 

そこで、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）、男女共同参画等の推進を踏ま

え、学校、保育所等、更には地域社会とも連携して、家庭における食育の推進の充実を促進、

支援する。 
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2．基本的な取組方針 

⑴ 国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成 

「国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資すること」は、食育を推進する際の目的

の要であり、食育に関するあらゆる施策は、これを踏まえて講じられるべきである。 

近年、健全な食生活が維持されておらず、栄養の偏りや食習慣の乱れが目立っており、肥

満や生活習慣病の増加等の問題が起きている。これらの多くは、生活習慣に起因しているが、

中でも健全な食生活の実現に欠かせない食に関する知識や判断力の低下が大きな要因であ

ると考えられる。 

特に、我が国では、様々な種類の食材が多様な形で加工・提供されるようになってきてお

り、自分の食生活を自分で管理できるだけの食に関する正確な知識や判断力を国民一人一人

が備えるべき必要性が従来以上に高まっている。 

健全な食生活に必要な知識や判断力については、年齢や健康状態、更には生活環境によっ

ても異なる部分があることに配慮しつつ、国民の生涯にわたる健全な食生活の実現を目指し

て施策を講じる。 

⑵ 食に関する感謝の念と理解 

世界の食料事情は、現在、９億人を超える人々が飢餓や栄養不足で苦しんでいることを始

めとして、楽観視できない状況にある。 

このような厳しい状況を理解して、「もったいない」という精神で、食事ができることに

感謝の念を持つことは、食育の極めて大切な要素である。 

また、日々の食生活は、自然の恩恵の上に成り立ち、食べるという行為自体が貴重な動植

物の命を受け継ぐことであること、そして、食事に至るまでに生産者を始めとして多くの

人々の苦労や努力に支えられていることを実感できるよう、動植物の命を尊ぶ機会となるよ

うな様々な体験活動や適切な情報発信等を通して、自然に感謝の念や理解が深まっていくよ

う配慮した施策を講じる。 

⑶ 食育推進運動の展開 

食育推進運動の展開に当たっては、国民一人一人が食育の意義や必要性等を理解するとと

もに、これに共感し、自ら食育を実践できるよう、国民や民間団体等の自発的意思を尊重す

るとともに、多様な主体の参加と連携・協力に立脚した国民運動として推進することを目指

した施策を講じる。 

⑷ 子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割 

我が国の未来を担う子どもの食育の推進は、健全な心身と豊かな人間性をはぐくんでいく

基礎をなすものであり、子どもの成長、発達に合わせた切れ目のない推進が重要である。 

そこで、父母その他の保護者や教育、保育に携わる関係者等の意識の向上を図るとともに、

相互の密接な連携の下、家庭、学校、保育所、地域社会等の場で子どもが楽しく食について

学ぶことができるような取組が積極的になされるよう施策を講じる。 

その際は、健全な食習慣や食の安全観を確立していく中で、食に関する感謝の念や理解、

食品の内容に関する安全知識、社会人として身に付けるべき食事の際のマナー等食に関する

基礎の習得について配意する。 

⑸ 食に関する体験活動と食育推進活動の実践 

食は、観念的なものではなく、日々の調理や食事等と深く結び付いている極めて体験的な

ものである。 

そこで、食との関係が最終段階での消費のみにとどまることが多い都市生活者を始めとし

て、多くの国民が食料の生産から消費等に至るまでの食に関する体験活動に参加するととも

に、意欲的に食育の推進のための活動を実践できるよう施策を講じる。 

その際は、体験活動を推進する農林漁業者、食品関連事業者、教育関係者等多様な主体に

より、できるだけ多くの国民が体験活動に参加ができるよう、関係機関・団体等との協力、

協働を図るとともに、上記（2）の「食に関する感謝の念と理解」に配慮し、施策を講じる。 

⑹ 我が国の伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配慮及び農山漁村の活性化と食料自

給率の向上への貢献 
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食をめぐる問題は、伝統的な食文化や食生活にみられるように、人々の精神的な豊かさと

密接な関係を有しており、先人によって培われてきた多様な食文化を後世に伝えつつ、時代

に応じた優れた食文化や豊かな味覚をはぐくんでいくことが重要である。 

このため、我が国の伝統ある優れた食文化や地域の特性をいかした食生活の継承・発展、

環境と調和のとれた食料の生産及び消費等が図られるよう十分に配慮しつつ施策を講じる。 

また、我が国の食料需給の状況を十分理解するとともに、都市と農山漁村の共生・対流や

生産者と消費者との交流を進め、消費者と生産者の信頼関係を構築していくことが必要であ

り、農山漁村の活性化と食料自給率の向上に資するよう施策を講じる。 

⑺ 食品の安全性の確保等における食育の役割 

食品の安全性の確保は、食生活における基本的な問題であり、国民の関心も高まっている。 

食品の提供者が食品の安全性の確保に万全を期すだけでなく、食品を消費する立場にある

者においても、食品の安全性、栄養成分等の食品の特徴を始めとする食に関する知識と理解

を深めるよう努め、自らの食を自らの判断で正しく選択していくことが必要である。 

このため、国際的な連携を図りつつ、国民の食に関する知識と食を選択する力の習得のた

め、食に関する幅広い情報を多様な手段で提供するとともに、行政、関係事業者、消費者等

との間の情報・意見交換が積極的に行われるよう施策を講じる。 

 

第2 食育の推進の目標に関する事項 

1．目標の考え方 

基本法に基づく取組は、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成、食に関する感謝の念と

理解等の基本理念の下に推進されるものである。 

このような考え方に則り食育を国民運動として推進するためには、国や地方公共団体を始め

多くの関係者の理解の下、共通の目標を掲げ、その達成を目指して協力して取り組むことが有

効である。また、より効果的で実効性のある施策を展開していく上で、その成果や達成度を客

観的な指標により把握できるようにすることが必要である。 

このため、基本計画においては、国民運動として食育を推進するにふさわしい定量的な目標

値を主要な項目について設定することとし、その達成が図られるよう基本計画に基づく取組を

推進するものとする。 

ただし、食育は、食育基本法の目的や基本理念を踏まえて、地域の実態や特性等に配慮して

推進されるべきものであり、安易に目標値の達成のみを追い求めることのないよう留意する必

要がある。 

 

2．食育の推進に当たっての目標 

⑴ 食育に関心を持っている国民の割合の増加 

食育を国民運動として推進し、成果を挙げるためには、国民一人一人が自ら実践を心掛け

ることが必要であるが、これにはまずより多くの国民に食育に関心を持ってもらうことが欠

かせない。このため、食育に関心を持っている国民の割合の増加を目標とする。具体的には、

平成17年度に70％となっている割合(食育に関心がある又はどちらかといえば関心がある

者)について、平成22年度までに90％以上とすることを目指していたが、目標を達成してい

ないため、引き続き27年度までに90％以上とすることを目指す。 

⑵ 朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数の増加 

家族揃って食事をする機会が様々な要因で減少しているが、家族との「共食」は、望まし

い食習慣の実践や、食の楽しさを実感させ精神的な豊かさをもたらすと考えられる。このた

め、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）等の推進にも配慮しつつ、朝食又は夕

食を家族と一緒に食べる「共食」の週当たりの回数を、平成22年度の９回から、１回増やし

て10回以上とすることを目標とする。 

⑶ 朝食を欠食する国民の割合の減少 

朝食の欠食が若い世代を中心に、依然として高い状況であり、健康的な生活リズムや生活

習慣を確立するために、朝食を欠食する国民の割合の減少を目標とする。 

具体的には、生活習慣の形成途上にある子ども(小学生)については、平成12年度の４％か
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ら19年度に1.6％となっている割合を、27年度までに０％とすることを目指す。 

また、成人の中でも特に問題が顕在化している20歳代及び30歳代の男性については、平成

20年度に28.7％となっている割合を、27年度までに15％以下とすることを目指す。 

なお、成人の場合、多様なライフスタイルにより、遅い夕食等で胃腸への負担がある場合

には、消化器官の状態を踏まえた適切な朝食の摂取を心掛けることが望ましい。 

⑷ 学校給食における地場産物等を使用する割合の増加 

学校給食に地場産物を使用し、食に関する指導の「生きた教材」として活用することは、

地域の自然や文化、産業等に関する理解を深めるとともに、生産者の努力や、食に関する感

謝の念をはぐくむ上で重要であるほか、地産地消の有効な手段であるため、学校給食におい

て都道府県単位での地場産物を使用する割合の増加を目標とする。具体的には、平成16年度

に全国平均で21％となっている割合（食材ベース）について、平成22年度までに30％以上と

することを目指していたが、目標を達成していないため、引き続き27年度までに30％以上と

することを目指す。また、各都道府県内において当該都道府県産の農林水産物の供給が不足

している場合に国内産の農林水産物を活用していくことも前述の学校給食に地場産物を使

用する目的に鑑みれば有効であり、新たに学校給食における国産の食材を使用する割合の増

加も目標として追加する。具体的には、平成24年度において全国平均77％となっている割合

（食材ベース）について、平成27年度までに80％以上とすることを目指す。 

⑸ 栄養バランス等に配慮した食生活を送っている国民の割合の増加 

健全な食生活を実践するためには、国民一人一人が「何を」「どれだけ」食べたらよいか

を、把握、判断し、個々人に適した食事をとることが必要である。このため、今後検討する

「食育ガイド」（仮称）、「食事バランスガイド」、「日本人の食事摂取基準」など科学的

根拠に基づいた指針等を活用し、栄養バランス等に配慮した食生活を送っている国民の割合

の増加を目標とする。具体的には、平成22年度までに60％以上とすることを目指していたが、

目標を達成していないため、引き続き27年度までに60％以上とすることを目指す。 

⑹ 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の予防や改善のための適切な食事、運動等

を継続的に実践している国民の割合の増加 

生活習慣病の有病者やその予備群とされる人々は、内臓脂肪型肥満やこれに伴う高血糖、

高血圧又は脂質異常を重複的に発症させている傾向がみられ、このような状態を表す内臓脂

肪症候群（メタボリックシンドローム）の予防や改善のための適切な食事、定期的な運動、

定期的な体重計測を継続的に実践している国民の割合の増加を目標とする。具体的には、平

成22年度に41.5％（実践して半年以上継続している者）となっている割合を、27年度までに

50％以上とすることを目指す。 

⑺ よく噛んで味わって食べるなどの食べ方に関心のある国民の割合の増加 

国民が健やかで豊かな生活を過ごすには、十分な口腔機能の発達、維持が必要であり、身

体の栄養のみならず味わいや心のくつろぎにつながる食べ方に関心を持ってもらうことが

重要である。このため、よく噛んで味わって食べるなどの食べ方に関心のある国民の割合の

増加を目標とする。具体的には、平成22年度に70.2％（食べ方に関心のある国民の割合）と

なっている割合について、27年度までに80％以上とすることを目指す。 

⑻ 食育の推進に関わるボランティアの数の増加 

食育を国民運動として推進し、これを国民一人一人の食生活において実践してもらうため

には、食生活の改善等のために全国各地で国民の生活に密着した活動に携わるボランティア

が果たしている役割が重要である。このため、食育の推進に関わるボランティア団体等にお

いて活動している国民の数の増加を目標とする。具体的には、平成21年度の34.5万人から、

27年度までに37万人以上とすることを目指す。 

⑼ 農林漁業体験を経験した国民の割合の増加 

食に関する関心や理解の増進を図るためには、農林水産物の生産に関する体験活動の機会

を提供することが重要である。このため、農林漁業者等による農林漁業体験や子ども農山漁

村交流プロジェクトなど体験活動を促進することにより「農林漁業体験に参加した人」の割

合の増加を目標とする。具体的には、平成22年度の27％から、27年度までに30％以上とする

ことを目指す。 
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⑽ 食品の安全性に関する基礎的な知識を持っている国民の割合の増加 

健全な食生活の実践のためには、食品に関するリスクなど安全性に関する情報を受け止め、

適正に食品を選択する力を身に付けることが必要であると考えられるため、食品の安全性に

関する基礎的な知識を持っている国民の割合の増加を目標とする。具体的には、平成22年度

までに60％以上とすることを目指していたが、更に食品の安全性に関する基礎的な知識を持

っている国民の割合が増加することを目指して、27年度までに90％以上とすることを目指す。 

⑾ 推進計画を作成・実施している市町村の割合の増加 

食育を国民運動として推進していくためには、全国各地においてその取組が進められるこ

とが必要であり、食育基本法においては、都道府県及び市町村に対して、食育推進計画を作

成するよう努めることを求めている。このため、現状ですべての都道府県が推進計画を作成

していることにかんがみ、平成22年度に40％となっている推進計画を作成・実施している市

町村の割合を平成27年度までに100％とすることを目指す。 

 

第3 食育の総合的な促進に関する事項 

1．家庭における食育の推進 

⑴ 現状と今後の方向性 

食に関する情報や知識、伝統や文化等については、従来、家庭を中心に地域の中で共有さ

れ、世代を超えて受け継がれてきた。 

しかしながら、社会環境の変化や生活習慣の多様化等と合わせて、食に対する意識の希薄

化が進む中で、家庭における食生活にも影響が及んでいる「しつけ」の問題を含め、これま

で家庭が維持してきた教育力や生活力が低下してきており、このことは食生活においても顕

著となっているとの指摘があり、家庭において食育に関する理解が進むよう、適切な取組を

行うことが必要である。 

⑵ 取り組むべき施策 

国は以下の施策に取り組むとともに、地方公共団体等はその推進に努める。 

（子どもの基本的な生活習慣の形成） 

朝食をとることや早寝早起きを実践することなど、子どもの基本的な生活習慣の形成につ

いて、「早寝早起き朝ごはん」国民運動等を通して、学校、家庭、地域や、企業、民間団体

等の協力を得ながら、全国的な普及啓発に係る取組を推進する。 

（望ましい食習慣や知識の習得） 

子どもが実際に自分で料理をつくるという体験を増やしていくとともに、親子料理教室な

ど食事についての望ましい習慣を学びながら食を楽しむ機会を提供する活動を推進する。 

また、学校を通じて保護者に対し、食育の重要性や適切な栄養管理に関する知識等の啓発

に努めるとともに、食育に関する内容を掲載した家庭教育手帳をホームページに掲載し、

様々な学習機会などでの活用を促す。 

（妊産婦や乳幼児に関する栄養指導） 

若い女性における低体重（やせ）の者や低出生体重児の割合の増加等の現状を踏まえ、妊

産婦の安全な妊娠・出産と産後の健康の回復に加えて、子どもの生涯にわたる健康づくりの

基盤を確保するため、平成18年２月に作成・公表した「妊産婦のための食生活指針」の普及

啓発を進めるなど妊産婦に対する栄養指導等の充実を図る。 

また、乳幼児期は心身機能や食行動の発達が著しい時期であることから、母乳育児の推進

や離乳食の進め方等を盛り込んだ「授乳・離乳の支援ガイド」や子どもの発達段階に応じた

食事の提供についてまとめた「児童福祉施設における食事の提供ガイド」の内容を普及する

などし、各自治体や児童福祉施設等における乳幼児の発達段階に応じた栄養指導の充実を図

る。 

（子ども・若者の育成支援における共食等の食育推進） 

様々な子ども・若者の育成支援に関する行事、情報提供活動等において、食育についての

理解を促進する。 

特に、家族が食卓を囲んで共に食事を取りながらコミュニケーションを図る共食の推進と

ともに、食に関する学習や体験活動の充実等を通じて、家庭と地域等が連携した食育の推進
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を図る。 

 

2．学校、保育所等における食育の推進 

⑴ 現状と今後の方向性 

社会状況の変化に伴い、子どもたちの食の乱れや健康への影響がみられることから、学校、

保育所等は、子どもへの食育を進めていく場として大きな役割を担っており、学校や保育所

等の関係者にはあらゆる機会とあらゆる場所を利用して、積極的に食育の推進に努めること

が求められている。 

また、子どもへの食育は家庭の食育への良き波及効果をもたらすことが期待できる。 

このため、家庭や地域と連携を深めつつ、学校、保育所等において十分な食育がなされる

よう、適切な取組を行うことが必要である。 

従来、栄養分野においては、栄養不足の観点が強調され、栄養の過剰摂取の視点がやや欠

けていたとの指摘を踏まえ、生活習慣病の予防の立場から、適切なバランス確保に留意する

ことが重要である。 

⑵ 取り組むべき施策 

国は以下の施策に取り組むとともに、地方公共団体等はその推進に努める。 

（食に関する指導の充実） 

新しい学習指導要領の総則に「学校における食育の推進」が明記され、各教科等でも食育

に関する記述が充実された。また、幼稚園教育要領においても、食育に関する記述が充実さ

れた。これらを踏まえ、給食の時間、家庭科や体育科を始めとする各教科、総合的な学習の

時間など、学校教育活動全体を通じて学校における食育を組織的・計画的に推進する。 

栄養教諭は、学校全体の食に関する指導計画の策定、教職員間や家庭との連携・調整等に

おいて中核的な役割を担う職であり、各学校における指導体制の要として、食育を推進して

いく上で不可欠な教員である。すべての児童生徒が、栄養教諭の専門性をいかした食に関す

る指導を受けられるよう、栄養教諭の役割の重要性やその成果の普及啓発等を通じて、学校

栄養職員の栄養教諭への速やかな移行を図るなど配置の促進に努める。 

学校教育活動全体で食育の推進に取り組むためには、各学校において食育の目標や具体的

な取組についての共通理解をもつことが必要である。このため、学校長や他の教職員への研

修の充実等、全教職員が連携・協力した食に関する指導体制を充実するための取組を促進す

る。 

また、食に関する指導の時間が十分確保されるよう、栄養教諭を中心とした教職員の連

携・協力による学校の食に関する指導に係る全体計画の作成を推進する。 

地域の生産者団体等と連携し、農林漁業体験や食品の調理に関する体験等、子どもの様々

な体験活動を推進するとともに、体験活動の円滑な実施を促進するため、指導者に対する研

修を実施する。 

学校教育以外でも、食料の生産・流通・消費に対する子どもの関心と理解を深めるため、

行政関係者、関係団体等と連携し、子どもへの体験学習を推進する。 

効果的な食育の推進を図るために、各地域において、学校長のリーダーシップの下、栄養

教諭を中核として、学校、家庭、ＰＴＡ、関係団体等が連携・協力した取組を推進するとと

もに、その成果を広く周知・普及する。 

（学校給食の充実） 

子どもが食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身に付けることができるよう、学校給

食の一層の普及を促進するとともに、十分な給食の時間の確保及び食事マナー等の指導内容

の充実を図る。また、各教科等においても学校給食が「生きた教材」として活用されるよう

献立内容の充実を図る。 

望ましい食生活や食料の生産等に対する子どもの関心を高め理解を深めるとともに、地産

地消を進めていくため、生産者団体等と連携し、安定的な納入体制を構築の上、学校給食に

おける地場産物の活用の推進や米飯給食の一層の普及・定着を図りつつ、地域の生産者の苦

労や産物に関する情報等を子どもに伝達し、感謝の心をはぐくむ等教育にいかす取組を促進

する。 
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さらに、子どもの食習慣の改善等に資するため、生産者と学校給食関係者との情報交換会

の開催等を推進する。 

（食育を通じた健康状態の改善等の推進） 

栄養教諭は、学級担任、養護教諭、学校医等と連携して、保護者の理解と協力の下に、子

どもへの指導において、過度の痩身や肥満が心身の健康に及ぼす影響等健康状態の改善等に

必要な知識を普及するとともに、食物アレルギー等食に関する健康課題を有する子どもに対

しての個別的な相談指導を行うなど望ましい食習慣の形成に向けた取組を推進する。 

（保育所での食育推進） 

乳幼児期からの食育の重要性が増していることにかんがみ、平成２１年４月施行の保育所

保育指針に基づき保育の一環として食育を位置付け、施設長、保育士、栄養士、調理員等の

協力の下に食育の計画を作成し、各保育所の創意工夫により推進する。取組に当たっては、

乳幼児の発育及び発達の過程に応じて、計画的に食事の提供、食育の実施が行えるよう努め

るとともに、食に関わる保育環境について配慮する。 

また、子どもの発達段階に応じた食育のねらいや留意事項を整理し、平成１６年３月に作

成・公表した「保育所における食育に関する指針」の普及を図り、その活用を促進し、食を

通じて、健康な心と体を育て、人と関わる力を養い、伝承されてきた文化の理解や郷土料理

への関心、自然の恵みとしての食材や調理する人への感謝の気持ちをはぐくむよう努める。 

さらに、保育所の人的・物的資源をいかし、在宅の子育て家庭からの乳幼児の食に関する

相談への対応や情報提供等に努めるほか、地域と連携しつつ、積極的に食育を推進するよう

努める。 

 

3．地域における食育の推進 

⑴ 現状と今後の方向性 

心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らしていくためには、人生の各段階に

応じた一貫性・継続性のある食育を推進することが求められる。特に、日本人の最大の死亡

原因となっている生活習慣病を予防する上では、食生活の改善を図るとともに運動の習慣化

が欠かせない。また、生活の質の低下を防ぐため、糖尿病の重症化予防も重要である。この

ため、栄養バランスに優れた日本型食生活の実践の促進、健康づくりや生活習慣病の予防及

び改善につながる健全な食生活の推進など、家庭、学校、保育所、生産者、企業等と連携し

つつ、地域における食生活の改善が図られるよう、適切な取組を行うことが必要である。 

⑵ 取り組むべき施策 

国は以下の施策に取り組むとともに、地方公共団体等はその推進に努める。 

（栄養バランスが優れた日本型食生活の実践） 

米や野菜、果実、きのこ類、魚介類、牛乳・乳製品などに関する情報提供等を通じ、日本

の気候風土に適した米を中心に農産物、畜産物、水産物等多様な副食から構成され、栄養バ

ランスが優れた日本型食生活の実践を促進する。 

（「食育ガイド」（仮称）等の活用促進） 

国民の食生活の改善を進めるとともに、健康増進や生活の質的向上及び食料の安定供給の

確保等を図るための指針として平成１２年３月に決定・公表した「食生活指針」について、

引き続き普及啓発を進める。 

また、国民一人一人が日々の生活において食育に関する取組が実践できるよう、世代区分

等に応じた具体的な取組を提示する「食育ガイド」（仮称）や、「食生活指針」を具体的行

動に結び付けるため平成１７年６月に決定・公表した「食事バランスガイド」の活用を促進

するため、関係機関や関係団体はもとより、家庭や学校、小売や外食、職場等を通じて国民

への浸透を図る。 

（専門的知識を有する人材の養成・活用） 

国民一人一人が食に関する知識を持ち自らこれを実践できるようにするため、食育に関し

専門的知識を備えた管理栄養士や栄養士、専門調理師や調理師等の養成を図るとともに、学

校、各種施設等との連携の下、食育の推進に向けてこれらの人材やその団体による多面的な

活動が推進されるよう取り組む。 
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また、地域において食育の推進が着実に図られるように、都道府県や市町村における管理

栄養士等の配置を推進するとともに、地域において食育の推進に当たる管理栄養士や専門調

理師等の資質向上を図るため、研修会等を開催する。 

（健康づくりや医学教育等における食育推進） 

食育を通じて生活習慣病等の予防を図るため、保健所、保健センター、医療機関等におけ

る食育に関する普及や啓発活動を推進するとともに、市町村等が行っている健康診断に合わ

せて、一人一人の健康状態に応じた栄養や運動の指導の充実を図る。 

さらに、食育を進めるため、栄養面を含めた生活習慣と疾病の関連など、医学教育の充実

を推進する。 

（生活習慣病の予防及び改善につながる食育推進） 

生活習慣病の予防及び改善につながる食育を推進する。生活習慣病を予防し、健康寿命の

延伸を図ることを目的とした国民健康づくり運動(「健康日本21」)等を通して、健全な食生

活の実践につながる取組を推進する。 

特に、20歳以上の糖尿病が強く疑われる者及び可能性が否定できない者は約2,210万人と

推計されていることから、生活習慣病の重症化予防も重要である。 

糖尿病については、ひとたび発症すると治癒することはなく、症状が進行すると腎臓の障

害等の様々な合併症を引き起し、生活の質を低下させることから、日頃より適切な食事の実

践ができるよう、食生活の支援が受けやすい体制整備に向けた取組を推進する。 

国際的に人体への影響が問題視されているトランス脂肪酸等を含め、栄養成分について食

品への表示の義務付けを検討するなど、生活習慣病の予防及び改善に資する取組を進める。 

（歯科保健活動における食育推進） 

すべての国民が健やかで豊かな生活を過ごすため、80歳になっても自分の歯を20本以上保

つことを目的とした「8020（ハチマル・ニイマル）運動」とともに、地域における食育を推

進するための一助として、より健康な生活を目指すという観点から、ひとくち30回以上噛む

ことを目標とした「噛ミング30（カミングサンマル）」を目指して、小児期から高齢期まで

各ライフステージに応じた食べ方の支援や食品の物性に応じた窒息などの予防を含めた食

べ方の支援など、歯科保健分野からの食育を推進する。 

（高齢者に対する食育推進） 

65歳以上の高齢者については、健康上の問題で日常生活に影響のある者の割合がおおむね

４分の１となっている（平成１９年「国民生活調査」）こと、日常の食生活において単身世

帯や経済的にゆとりが少ないほど欠食している（平成22年「高齢者の日常生活に関する意識

調査」）こと、流通や交通網の弱体化で食料品等の買い物が困難な状況に置かれている買い

物難民が600万人と推定される（平成22年「地域生活インフラを支える流通のあり方研究会

報告書」）こと等から、高齢者の身体機能や生活機能を維持できるよう、食育を推進すると

ともに、その支援、環境整備等を促進する。 

また、加齢による機能減退が原因となる窒息の予防に考慮した「食べ方」を推進すること

によって、窒息事故を防止し、バランスのとれた栄養状態を保ち、安全で活力を維持する高

齢期の食育を推進する。 

（男性に対する食育推進） 

年代別・性別の朝食頻度をみると、20歳代男性の24.8％、30歳代男性の21.4％が朝食を「ほ

とんど食べない」と回答していること（女性20歳代11.8％、30歳代8.6％）（平成21年12月

内閣府「食育の現状と意識に関する調査」）、栄養バランスの意識については男性の24.6％

（女性11.9％）が「あまり意識していない」もしくは「意識していない」と回答しているこ

と、食育への関心についても男性の方が女性よりも意識が低い傾向がある（平成22年１月内

閣府「食事に関する習慣と規範意識に関する調査」）こと等から男性の生活・自活能力を高

め、健全な食生活を実現するために食育を推進する。 

（食品関連事業者等による食育推進） 

食品関連事業者等は、食育に関心を持っていない人々も含めた消費者との接点を多く有し

ていることから、様々な体験活動の機会の提供、より一層健康に配慮した商品やメニューの

提供、食に関する分かりやすい情報や知識の提供といった食育の推進のための活動について
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積極的に取り組むよう努める。 

その際には、従来から取り組んでいる工場見学の実施や情報提供等についても、食育の推

進という視点からの見直しや充実に努める。 

特に、消費者への情報提供に当たっては、消費者の適切な食の選択に資するよう、科学的

知見に基づき分かりやすく客観的な情報の提供に努める。 

また、職場の食堂等においても、より一層健康に配慮したメニューの提供や栄養、食生活

等に関する情報提供がなされるよう努める。 

なお、これらの活動を支援するため、国及び地方公共団体において必要な情報提供等を行

う。 

 

4．食育推進運動の展開 

⑴ 現状と今後の方向性 

食育については、これまで、毎年６月の食育月間及び食育の日を中心に、全国各地で様々

な関係者がそれぞれの立場から取り組み、国民的な広がりを持つ運動として推進されてきた。 

また、ここ５年余で食育の推進に関わるボランティア等の数は増加しており、今後、地域

での食育推進運動の中核的役割を担うことが期待される状況にある。 

これらの状況も踏まえ、今後とも、国、地方公共団体、関係団体、ボランティア等関係者

が緊密な連携・協力を図り、全国的な食育推進運動が展開されるよう、適切な取組を行う必

要がある。 

なお、食育の推進に関して、マスコミやインターネット等を通じた国民への働きかけを積

極的に行い、関係団体、企業、地域等への周知徹底を図る。 

⑵ 取り組むべき施策 

  国は以下の施策に取り組むとともに、地方公共団体等はその推進に努める。 

（食育推進運動展開における連携・協力体制の確立） 

食育推進運動の展開に当たっては、多様な主体による取組を促すとともに、国や地方公共

団体、食育を推進する関係団体やボランティア等の広範かつ横断的な連携・協力を呼びかけ、

関係者相互間の情報及び意見の交換が促進されるように実施する。 

また、国民にとって身近な地域において、食育の推進が図られるよう、地方公共団体を中

心とした協力体制の構築等を推進する。 

さらに、若者を中心とした食や農業に関心を持たない国民に向けて、食品業界はもとより、

ファッション業界やマスメディア等、直接食に関係していない事業者とも連携して、一人一

人が食べることを真剣に見なおす運動（例えば、「マジごはん計画」）を展開する。 

（食育に関する国民の理解の増進） 

食をめぐる諸課題や食育の意義や必要性等について広く国民の理解を深め、あらゆる世代、

様々な立場の国民が、自ら食育に関する活動を実践できるよう、ライフステージに応じた具

体的な実践や活動を提示して理解の増進を図り、「生涯食育社会」の構築に向け、全国にお

いて継続的に食育推進運動を展開する。 

これに当たっては、高齢者、成人、子どもといった世代区分、その置かれた生活環境や健

康状態等によっても必要な情報が異なる場合があることに配慮するとともに、各種広報媒体

を通じて提供される食に関する様々な情報について、これに過剰に反応することなく、内外

の科学的知見や伝統的な知恵に基づき的確な判断をすることが重要であるとの認識が国民

に十分理解されるよう留意しつつ取り組むこととする。 

（ボランティア活動等民間の取組への支援、表彰等） 

食育の推進は、国民一人一人の食生活に直接関わる取組であり、これを国民に適切に浸透

させていくためには、国や地方公共団体による取組だけではなく、国民の生活に密着した活

動を行っているボランティアの役割が重要であることから、ボランティア活動の活発化とそ

の成果の向上に向けた環境の整備を図り、地域での食育推進の中核的役割を担うことができ

るよう支援する。 

その際、食生活改善推進員を始め、各種ボランティアの草の根活動としての食育活動を、

ＮＰＯ 等の新しい公共、学校等との連携にも配慮して促進する。 
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また、民間の団体等が自発的に行う活動が全国で展開されるよう、関係者間の情報共有を

促進するとともに、優れた活動を奨励するため、民間の食育活動に対する表彰を行う。 

（食育月間及び食育の日の設定・実施） 

毎年６月を「食育月間」と定め、関係者の緊密な連携・協力を図りつつ、食育推進運動を

重点的かつ効果的に実施することにより、国民の食育に対する理解を深め、食育推進活動へ

の積極的な参加を促し、その一層の充実と定着を図る。 

特に、「食育月間」中、国は、地方公共団体、民間団体等の協力を得て、全国規模の中核

的行事を毎年開催して、食育について国民への直接的な理解促進を図るとともに、関係者相

互間の連携が推進されるよう実施する。 

なお、「食育月間」の実施に当たって、基本法第２９条第１項で定める食育担当大臣は、

同月間で重点的に実施していくテーマ等を示した実施要綱を予め定め、関係機関、団体等に

通知するとともに公表する。 

また、一年を通じて継続的に食育推進運動を展開するため、毎月１９日を「食育の日」と

定め、「家族そろって食卓を囲む」など実践的なものになるよう十分配慮しつつ取り組む。 

（運動に資する情報の提供） 

様々な分野での食育を推進し、全国的な運動として、全国各地において食育推進運動を促

進するため、食育を推進して成果を挙げている地域の事例や手法を収集し、広く情報提供す

る。 

また、食料自給率の向上に向けた国民運動「フード・アクション・ニッポン」の中で、食

育推進に資する活動を行っている企業・団体の紹介等を通じ、消費者への発信等を推進する。 

 

5．生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等 

⑴ 現状と今後の方向性 

食育の推進、特に食に対する感謝の念を深めていく上で、食を生み出す場としての農林漁

業に関する理解が重要である。消費者と生産者が互いを意識する機会が少ないことから、生

産者と消費者との顔が見える関係の構築等によって、これを改善していくことが求められて

いる。 

また、農林水産物の生産、食品の製造及び流通等の現場は、地域で食育を進めていく上で

貴重な場であり、人々のふれ合いや地域の活性化を図るためにも、これを支える農山漁村コ

ミュニティの維持・再生が必要である。 

さらに、食料の生産は自然の恩恵の上に成り立っており、自然との共生が求められている。 

このため、生産者と消費者との交流の促進を図るとともに、環境と調和のとれた農林漁業

の活性化等が図られるよう、適切な取組を行う必要がある。 

こうした食育の取組を通じて、農林漁業への関心と理解を深めることにより、後継者等の

育成が期待できる。 

⑵ 取り組むべき施策 

国は以下の施策に取り組むとともに、地方公共団体等はその推進に努める。 

（都市と農山漁村の共生・対流の促進） 

グリーン・ツーリズムを通じた都市住民と農林漁業者の交流を促進するため、都市住民へ

の農山漁村の情報提供と農山漁村での受入体制の整備等を推進する。また、都市部での体験

農園や農山漁村での滞在型市民農園の整備等を推進する。 

（子どもを中心とした農林漁業体験活動の促進と消費者への情報提供） 

子どもを中心として、農林水産物の生産における様々な体験の機会を拡大し、食に対する

関心と理解を深める必要があることから、農林漁業体験活動を促進するため、情報提供の強

化、受入体制の整備等を進める。 

また、地域の実情に応じた出前講座等による情報提供等を行う。 

（農山漁村コミュニティの維持再生） 

農林水産業や住民の生活の場である農山漁村は、食育を進める上で重要な役割を果たして

おり、これを支える農山漁村コミュニティの維持・再生を図る必要があるため、生活支援、

地域資源の活用、環境保全等の地域主体の取組を推進する。 
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（農林漁業者等による食育推進） 

農林漁業に関する体験活動は、農林水産物の生産現場に関する関心や理解を深めるだけで

なく、国民の食生活が自然の恩恵の上に成り立っていることや食に関わる人々の様々な活動

に支えられていること等に関する理解を深める上で重要であることから、農林漁業者やその

関係団体は、学校、保育所等の教育関係者と連携し、食育を推進する広範な関係者等の協力

を得ながら教育ファーム等農林漁業に関する多様な体験の機会を積極的に提供するよう努

める。 

なお、これらの活動を支援するため、国や地方公共団体において必要な情報提供等を行う。 

（地産地消の推進） 

平成２２年１２月に公布された「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等

及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」、及び同法に基づく基本方針により、地方

公共団体と連携し、学校給食等における地域の農林水産物の利用の促進、直売所等の整備及

び直売所等を利用した地域の農林水産物の利用の促進、活動の核となる人材の育成及び多様

な主体の連携等の各種取組を推進する。 

また、食料自給率の向上に向けた国民運動「フード・アクション・ニッポン」を展開し、

地元でとれる食材の食事への活用等による国産農林水産物の消費拡大について、国民への普

及・啓発等を行う。 

さらに、食品リサイクル法の再生利用事業計画（食品リサイクル・ループ）制度の活用等

により、地域で発生した食品循環資源を再生利用して得られた肥料や飼料を利用して生産さ

れた農林水産物の地域での利用を推進する。 

（バイオマス利用と食品リサイクルの推進） 

地域で発生・排出されるバイオマスの総合的・計画的な活用に向けて、平成２２年１２月

に閣議決定した「バイオマス活用推進基本計画」に基づき、バイオマスの活用に必要な基盤

の整備、農山漁村の６次産業化等によるバイオマス製品等を供給する事業の創出、研究開発

等を促進することにより、バイオマスの種類ごとの特性に応じた最大限の有効活用を図る。 

また、食品廃棄物の発生抑制や再生利用等の必要性等を普及啓発するため、ホームページ

等を通じた情報提供を実施する。 

さらに、家庭や外食における食品の廃棄状況等を把握するための調査や、食品産業におけ

る食品廃棄物等の発生量や再生利用等の実施状況を把握するための調査を実施する。 

 

6．食文化の継承のための活動への支援等 

⑴ 現状と今後の方向性 

南北に長く、豊かな自然に恵まれ、さらに海に囲まれた我が国は、四季折々の食材に恵ま

れ、長い年月を経て地域の伝統的な行事や作法と結び付いた食文化が形成されてきた。この

ような我が国の豊かで多様な食文化は、世界に誇ることができるものである。また、歴史的

に行われてきた「食養生」の再評価も必要である。 

戦後は、この食文化をいかしつつ、畜産物や乳製品なども取り入れ、栄養バランスに優れ

た「日本型食生活」が構築され、国民の平均寿命の急上昇にもつながった。 

しかしながら、長期的には経済成長に伴う所得の向上等を背景として、国民のライフスタ

イル、価値観、ニーズが多様化する中で、米を中心として、水産物、畜産物、野菜等多様な

副食から構成され、栄養バランスに優れた日本型食生活や、家庭や地域において継承されて

きた特色ある食文化や豊かな味覚が失われつつある。 

このため、食文化の継承のための活動への適切な支援等がなされるよう、適切な取組を行

う必要がある。 

⑵ 取り組むべき施策 

国は以下の施策に取り組むとともに、地方公共団体等はその推進に努める。 

（ボランティア活動等における取組） 

食生活改善推進員等のボランティアが行う料理教室や体験活動等において、地域の郷土料

理や伝統料理を取り入れることにより、食文化の普及と継承を図る。 

（学校給食での郷土料理等の積極的な導入や行事の活用） 
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我が国の伝統的な食文化について子どもが早い段階から興味・関心をもって学ぶことがで

きるよう、学校給食において郷土料理等の伝統的な食文化を継承した献立を取り入れ、食に

関する指導を行う上での教材として活用されるよう促進する。 

地域における祭礼行事や民俗芸能等に関する伝統文化の保存団体等が実施する食文化に

係る取組を促進し、我が国の伝統ある優れた食文化の継承を推進する。 

全国各地で開催する行事等において、我が国の伝統ある食文化、地域の郷土料理や伝統料

理等の紹介や体験を盛り込み、多くの国民がこれらに触れる機会を提供する。 

毎年度開催している国民文化祭を活用し、地域の郷土料理や伝統料理、その歴史等を全国

に発信する。 

（専門調理師等の活用における取組） 

我が国の食事作法や伝統的な行事食等、我が国の豊かな食文化の醸成を図るため、料理教

室や体験活動、各種行事等において高度な調理技術を備えた専門調理師等の活用を図る。 

（関連情報の収集と発信） 

食育推進運動の一環として全国各地の事例や手法を収集・発信するに当たり、食文化の普

及啓発に係る取組についても積極的に取り上げ、食文化の継承に向けた機運の醸成を図る。 

 

7．食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進 

⑴ 現状と今後の方向性 

健全な食生活の実践には、食生活や健康に関する正しい知識を持ち、自ら食を選択してい

くことが必要である。そのためには、世代区分等に応じた具体的な取組や、国際的な研究を

含めた最新の科学的知見に基づく客観的な情報の提供が不可欠である。 

また、食育をより効果的に推進していく上で、国内外の各種の資料や情報を収集・分析し、

これに立脚しつつ取り組むことが欠かせない。 

このため、食品の安全性、栄養成分等の食品の特徴その他の食生活に関する内外の調査、

研究、情報の提供等がなされるよう、適切な取組を行う必要がある。 

⑵ 取り組むべき施策 

国は以下の施策に取り組むとともに、地方公共団体等はその推進に努める。 

（世代区分等に応じた国民の取組の提示） 

国は、ライフステージに応じた間断ない食育を推進するため、一人一人の国民が自ら食育

に関する取組が実践できるように、適切な情報を提供する。そこで、世代区分等に応じた具

体的な取組を提示する「食育ガイド」（仮称）を、別に作成し、公表するものとする。 

（基礎的な調査・研究等の実施及び情報の提供） 

食育に関する国民の意識や食生活の実態等について調査研究及び分析を行い、その成果を

広く公表し、関係者の活用に資する。 

食育に関する関心と理解を深めるために、必要な情報を容易に入手することができるよう、

総合的な情報提供を行う。 

（リスクコミュニケーションの充実） 

食品の安全性に関する国民の知識と理解を深めるとともに、食育の推進を図るため、国、

地方公共団体、関係団体が連携しつつ、消費者、食品関連事業者、専門家等の関係者相互間

において双方向に情報及び意見の交換を行うリスクコミュニケーションを積極的に実施す

る。 

（食品の安全性や栄養等に関する情報提供） 

食品の安全性に関する国内外の様々な情報を国民が入手できるよう、パンフレットやホー

ムページ等を通じて国民に分かりやすい形で情報を提供する。 

地域において地方公共団体、関係団体やＮＰＯ等が行う意見交換会等への取組を支援する。 

また、生活習慣病等を予防し、健康寿命の延伸を図ることを目的とした国民健康づくり運

動として、ホームページや行事等を通じて科学的知見に基づく食生活の改善に必要な情報の

普及啓発を図る。 

健康の増進や生活習慣病の予防等の観点から科学的知見に基づき摂取すべきエネルギー

や栄養素等の量を定めた「日本人の食事摂取基準」を定期的に作成・公表するとともに、国
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民が日常摂取する食品の成分を明らかにする「日本食品標準成分表」の充実を図り、その活

用を促進する。 

また、国民の健康増進の総合的な推進を図るため、国民健康・栄養調査を実施し、国民の

身体状況や栄養素摂取状況と生活習慣との関係を明らかにすること等を通じて、食育推進の

基礎的なデータとして、その成果を活用する。 

さらに、肥満や糖尿病等の生活習慣病を効果的に予防するためには、食生活や栄養と健康

に関する科学的根拠の蓄積が必要であることから、関係府省や関係研究機関が連携しつつ、

様々な分野にわたるデータの総合的な情報収集や解析等を推進し、その成果を公表する。 

食料の生産等の実態に対する国民の理解増進を図ることはもとより、食料自給率の向上や

農林漁業の振興等とともに、食育の推進を図るための基礎的なデータとして農林漁業や食料

の生産、流通、消費に関する統計調査を実施し、公表する。 

（食品表示の適正化の推進） 

消費者が「食」に関して信頼できる情報に基づいて適切な判断を行うことができるよう、

食品表示の適正化等に取り組む。 

（地方公共団体等における取組の促進） 

地方公共団体や関係団体等は、地域の実情に沿った情報や当該団体等の活動内容に即した

情報を収集・整理し、より多くの国民が関心を持ち、また、活用できるようその提供に努め

る。 

（食育の海外展開と海外調査の推進） 

我が国の食育の理念や取組等を積極的に海外に発信し、「食育（Shokuiku）」（英語では、

Eating Education）という言葉が日本語のまま海外で理解され、通用することを目指す。 

海外において行われてきた食生活の改善等に関する取組について、その具体的な手法と成

果を調査し、その活用を図る。 

（国際的な情報交換等） 

海外の研究者等を招聘した講演会の開催や海外における食生活等の実態調査等を進める。 

国際的な機関の活動に協力するとともに、これを通じて積極的な情報の共有化を推進する

等、国際的な連携・交流を促進する。 

国際的な飢餓や栄養不足の問題等に対する国民の認識を深めるため、その実態や国際的な

機関による対策等の情報を積極的に提供する。 

 

第4 食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

1．多様な関係者の連携・協力の強化 

食育の推進においては「第１ 食育の推進に関する施策についての、基本的な方針」や「第３ 

食育の総合的な推進に関する事項」において述べたように、幅広い分野にわたる取組が求めら

れている。 

また、その主体も、国民の健康づくり等食育に関連する施策を行っている国の関係府省や地

域に密着した活動を行っている地方公共団体はもとより、教育、保育、社会福祉、医療及び保

健の関係者、農林漁業の関係者、食品の製造、加工、流通、販売、調理等の関係者、料理教室

その他の食に関わる活動等の関係者、さらには様々な民間団体やボランティア等に至るまで多

様かつ多数である。 

このため、食育に係る多様な関係者が、その特性や能力をいかしつつ、互いが密接に連携・

協力して、地域レベルや国レベルの緊密なネットワークを築いていくことは、食育に関する施

策の実効性を高めていく上から極めて重要であり、その強化に努める。 

 

2．地方公共団体による推進計画の策定等とこれに基づく施策の促進 

食育基本法第17条及び第18条においては、都道府県及び市町村に対し、本計画を基本として、

都道府県及び市町村の区域内における推進計画を作成するよう努めることを求めており、平成

22年度までに全都道府県において推進計画の作成がなされた。 

このため、都道府県においては、本計画及び都道府県食育推進計画に基づき、食育の推進の

充実を図るとともに、食育基本法第32条で定める都道府県食育推進会議の設置を検討する。 
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また、全国各地で地域に密着した食育に関する活動が推進されるために、市町村が、食育推

進計画を可能な限り早期に作成するよう、国から積極的に働きかけるとともに、都道府県とと

もに資料や情報の提供等適切な支援を行う。 

さらに、今後、都道府県及び市町村は、食育に関する活動を行うＮＰＯ法人等民間団体、関

係機関等の協力も得つつ、地域において多様な関係者の連携・協力の下、食育を推進する中核

となる人材育成を検討し、国は、そのための情報の提供等適切な支援を行う。 

 

3．世代区分等に応じた国民の取組の提示等積極的な情報提供と意見等の把握 

食育は、個人の食生活に関わる問題であることから、国民一人一人による理解と実践を促進

することが何よりも重要である。 

このため、食育基本法第２９条第１項で定める食育担当大臣は、一人一人の国民が自ら食育

に関する取組が実践できるように、世代区分等に応じた具体的な取組を提示する「食育ガイド」

（仮称）を、教育学、医学、栄養学、農学等食育に関係する多様な分野の専門家や、地域の食

育活動の担い手の意見を聴いた上で作成し、平成２３年度中を目途に、食育推進会議に報告し

て公表するものとする。 

また、食育に対する国民の関心や意識を高めていくために、多様な手段を通じた積極的な情

報提供を行うよう努めるとともに、国民の意見や考え方等を積極的に把握し、これらをできる

限り施策に反映させていくことが必要であり、その促進に努める。 

 

4．推進状況の把握と効果等の評価及び財政措置の効率的・重点的運用 

食育に関する施策を計画的に推進するためには、その推進状況を把握しつつ取り組むととも

に、限られた予算を有効利用することが必要である。特に、「１.多様な関係者の連携・協力の

強化」において述べたように、食育は幅広い分野に関わり、多様な関係者による一体的な取組

が必要であることにかんがみると、その必要性は一層大きいと考えられる。 

このため、本計画に基づく施策の総合的かつ計画的な推進を図るとともに、目標の達成状況

を含めてその推進状況について、毎年度、適切に把握し、その効果等を評価して、これを広く

国民にも明らかにするとともに、これを踏まえた施策の見直しと改善に努める。 

また、厳しい財政事情の下、限られた予算を最大限有効に利用する観点から、選択と集中の

強化、施策の重複排除、府省間連携の強化、官民の適正な役割分担と費用負担、執行状況の反

映等の徹底を図る。 

 

5．基本計画の見直し 

基本計画については、今後、計画期間終了前であっても必要に応じて見直しの必要性や時期

等を適時適切に検討する。また、基本計画の見直しに当たっては、「４.推進状況の把握と効果

等の評価及び財政措置の効率的・重点的運用」において述べた施策の成果の検証結果を十分活

用する。 

なお、平成23年３月11日に発生した平成23年東北地方太平洋沖地震の今後の事態の推移も踏

まえ、計画期間の終了前であっても、必要に応じてこの計画の内容を見直すこととする。 
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 平成17～27年度の栄養教諭の配置状況（平成27年4月1日現在） 

（単位：人） 

都道府県名 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

北海道 10 67 194 263 328 362 404 414 426 430 438 
青森県   6 6 18 21 23 29 31 34 37 
岩手県   17 32 43 59 74 74 90 93 97 
宮城県  3 12 25 35 44 54 62 65 69 77 
秋田県  1 4 8 15 21 25 29 33 41 46 
山形県  1 5 12 17 34 49 56 55 58 60 
福島県   12 20 28 27 27 26 23 27 36 
茨城県  10 20 36 42 47 45 47 90 122 139 
栃木県   9 22 34 43 43 42 54 63 74 
群馬県   6 14 19 18 27 34 41 51 59 
埼玉県  5 10 15 65 115 138 165 187 201 207 
千葉県  5 10 15 23 38 58 85 130 166 198 
東京都    5 16 27 36 44 49 54 57 

神奈川県   8 12 26 40 52 164 163 163 166 
新潟県   2 32 73 100 119 122 132 141 154 
富山県  1 4 8 10 20 25 25 27 28 29 
石川県  4 11 20 30 41 49 55 54 60 62 
福井県 10 32 30 32 32 32 32 32 32 33 33 
山梨県   5 5 5 13 21 24 27 28 33 
長野県   5 20 23 43 41 62 59 91 120 
岐阜県   4 4 81 97 112 116 116 121 122 
静岡県    3 5 28 36 46 53 111 132 
愛知県  10 10 68 73 117 144 161 182 216 260 
三重県  11 48 72 98 112 115 111 104 98 112 
滋賀県  4 11 15 20 27 30 35 39 43 46 
京都府  58 91 122 131 154 156 167 176 177 177 
大阪府 9 9 20 140 270 385 442 423 420 427 428 
兵庫県   51 285 312 322 338 331 331 335 329 
奈良県   10 20 27 30 32 33 37 38 41 

和歌山県   3 3 10 12 15 20 24 27 33 
鳥取県   3 3 11 15 19 19 19 15 20 
島根県   14 29 49 62 61 60 53 47 45 
岡山県  3 9 21 26 34 41 53 81 106 130 
広島県   10 10 10 26 26 50 66 85 100 
山口県  7 16 32 48 63 78 82 89 97 101 
徳島県  9 17 25 25 25 35 44 49 50 50 
香川県  5 5 19 41 54 71 74 75 70 72 
愛媛県  16 41 57 77 85 91 96 98 108 100 
高知県 5 11 15 19 23 31 41 44 47 51 52 
福岡県  9 40 70 115 177 213 253 283 300 302 
佐賀県  3 5 10 17 27 34 42 48 54 52 
長崎県   12 33 51 68 77 90 104 106 110 
熊本県   15 30 42 51 67 76 87 94 107 
大分県   7 14 20 20 23 23 24 22 29 
宮崎県  6 11 16 22 26 28 26 44 64 74 

鹿児島県  69 144 161 163 162 155 156 167 170 171 
沖縄県   4 14 14 24 31 40 40 38 39 

合  計 34 359 986 1,897 2,663 3,379 3,853 4,262 4,624 5,023 5,356 

（注）1 文部科学省の公表資料による。 
      2 上記の人数には、休職・休業中のものは含まない。 
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食に関する指導の手引（平成22年3月文部科学省作成）（抜粋） 

 

第2章 食に関する指導に係る全体計画の作成 

1．食に関する指導に係る全体計画の作成の必要性 

  学校において食育を推進するためには、まず、各学校において食に関する指導に係る全体計画（以下「全

体計画」とする。）を作成することが必要です。 

  国の食育推進基本計画（平成１８年３月３１日決定）においても、「学校における食育の推進のためには、

子どもが食について計画的に学ぶことができるよう、各学校において食に関する指導に係る全体的な計画が

策定されることが必要であり、これを積極的に促進する。特に、その際には、学校長のリーダーシップの下

に関係教職員が連携・協力しながら、栄養教諭が中心となって組織的な取組を進めることが必要である。」

と、各学校で全体計画を作成することの必要性等を掲げています。 

  また、改正された学校給食法第１０条においては、「栄養教諭は、（略）学校給食を活用した食に関する

実践的な指導を行うものとする。この場合において、校長は、当該指導が効果的に行われるよう、（略）食

に関する指導の全体的な計画を作成することその他の必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。 

 このように全体計画の作成を重視している理由は次のような点が挙げられます。 
 

(1) 学校における食育は、給食の時間、特別活動、各教科等の様々な教育の内容に密接にかかわっており、

学校教育活動全体の中で体系的な食に関する指導を計画的、組織的に行っていくことが必要であること。 

 
  児童生徒の望ましい食習慣の形成等のためには、単発的な食に関する知識の伝達にとどまらず、実際に経

験させつつ習慣化を促すための継続的な指導が必要です。このため、給食の時間、特別活動、各教科等の学

校教育活動全体において、各教科等の指導内容・方法を生かしつつ教科横断的に関連付け、体系的に理解さ

せる指導が重要です。 

  また、各教科等での集団指導だけではなく、食に関する悩みを抱える児童生徒の個別相談に応ずることや、

学校での指導だけで終わるのではなく、地域や家庭と連携・協力して取組を進めることが重要です。 

  このような様々な要請に応えていくためには、学校として推進する食に関する指導の全体像を明らかにし

た全体計画が必要です。 

  全体計画は食に関する指導に当たっての基本的な計画であり、校内で共通理解を図るための資料です。こ

うした資料を作成して、各教科等において食育を位置付けた指導計画を作成する際に活用することによっ

て、学校として組織的かつ継続的、体系的な指導が実現されるものと考えます。 
 

(2) 学校の教職員全体で食育に取り組む上で、学校全体の食育の目標や具体的な取組についての共通理解を

もつことが必要であること。 

  
食に関する指導は、給食の時間、特別活動、関連する各教科等において、一部の教職員だけではなく、共

通の目標の下で、校長のリーダーシップの下に、学級担任、教科担任、栄養教諭・学校栄養職員、養護教諭、

調理員など全教職員が取り組むことが必要です。 

  また、個々の教職員がそれぞれの立場で児童生徒への指導を行うとき、学校としての食育の基本的な考え

方を踏まえるとともに、各教職員が相互に連携・協力を図りながら、学校としての指導力を総合的に発揮す

ることが求められます。 

   つまり、学校全体で食育にどのように取り組むのかを教職員の間で議論し、基本的な考え方と方針を取り

まとめ、校内での共通理解の下に全校体制で食育の推進に取り組んでいくことが求められています。そのた

めにも、各学校で食に関する指導の全体計画を作成し、それに基づいた指導を行っていくことが必要です。 

 

(3) 児童生徒が食について理解を深め、日常の生活において実践していくためには、学校での指導と一体に

なった家庭や地域での取組が必要であること。 

 
  児童生徒が食について理解を深め、日常の生活において実践していくためには、学校での指導の充実とと

もに、保護者や地域の関係者における指導の充実が必要です。 

  そのためには、学校から、児童生徒の食生活等の実態を情報提供したり、家庭への働き掛けや啓発を行っ
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たりするなどして、家庭での子どもの教育の充実につなげることが重要です。 

  例えば、総合的な学習の時間において教育ファームで農業体験を行う場合と同じように、各教科等におい

て食に関する指導を行う場合にも、指導者等として地域の生産者、食に関する知識や経験を有する人材、社

会教育関係機関や団体その他の関係機関・団体等の協力を得ることが考えられます。 

  また、学校休業日に地域の社会教育関係者や生産者等により提供される様々な食に関する体験活動等に親

子で参加することなどは、家庭における食育の重要性について理解を深めたり、取組を促すきっかけとなっ

たりするものと考えられます。 

  学校が、このような家庭や地域と連携した取組を進めるためには、学校として実施する食育の目標

や具体的な指導内容・方法、学校で指導を行う時期等について、あらかじめ保護者や地域の関係者等

に分かりやすく説明し、理解を得ることが必要です。全体計画は、保護者等に学校の取組等を説明し、

理解と協力を得るために必要な基本的資料となります。 

 

2．全体計画に掲げることが望まれる内容と作成の手順 
  全体計画において掲げることが望まれる内容としては以下のものがあります。 

  作成の手順としては、これまでも各学校においては、例えば、道徳教育、国際理解教育、環

境教育等の様々な教育課題についての全体計画を作成してきており、基本的には同様な手順に

よって作業を進めることになります。 

  ここで重要なことは、全体計画を作成するに当たり、各学年における年間の食に関する指導と各教科等に

おける指導内容とを系統的・体系的に整理し、各教職員の役割と相互の連携・協力の在り方を明確にしてお

くことです。 

 

【全体計画に掲げることが望まれる内容】 

(1) 学校としての食に関する指導の目標を設定すること。 

(2) 学年ごとの食に関する指導の目標（評価の観点でもある）を設定すること。 

(3) 給食の時間における食に関する指導の内容等を年間を通しての一覧表として整理すること。 

(4) 学年ごとに関係教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動等における食に関する指導の

内容等を抽出し、それらを年間を通しての一覧表に整理すること。 

(5) 個別的な相談指導の在り方について示すこと。 

(6) 地場産物の活用の在り方について示すこと。 

(7) 保護者や地域との連携の在り方、隣接する学校（園）との接続についての方針を示すこと。 

（略） 

 

3．具体的な全体計画のイメージ 

  以上のような内容から構成される全体計画には、定まった形式やフレームなどはありません。前述した内

容について校内で協議し、それらを分かりやすく構成したものが、その学校の全体計画となります（２１～

２２頁参照）。 

   さらに、全体計画を踏まえて、各学年の年間指導計画（２４～２５頁参照）を作成することにより、各学

年の食に関する指導の意図が明確になります。 

   なお、年間指導計画の作成に当たり、学年ごとの目標の設定は、２３頁に例示するように６つの目標ごと

に具体的な目標を設定することが重要です。また、２６頁の例示のように、学習活動を目標ごとに整理し、

取組全体のバランスを調整することも重要です。 

  ここに示した枠組み等はあくまでも一つの例示ですので、各学校において様々な形式等を工夫して全体計

画等を作成することが重要です。 
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● 食に関する指導の全体計画（小学校）例

･児童の実態 学 校 教 育 目 標 学習指導要領
･保護者･地域 食育基本法
の実態 食育推進基本計画
等を記述する。 教育委員会の方針

食 に 関 す る 指 導 の 目 標
① 食事の重要性、食事の喜び、楽しさを理解する
② 心身の成長や健康の保持増進の上で望ましい栄養や食事のとり方を理解し、自ら管理していく能力を身に付ける
③ 正しい知識・情報に基づいて、食物の品質及び安全性等について自ら判断できる能力を身に付ける
④ 食物を大事にし、食物の生産等にかかわる人々への感謝する心をはぐくむ
⑤ 食事のマナーや食事を通じた人間関係形成能力を身に付ける
⑥ 各地域の産物、食文化や食にかかわる歴史等を理解し、尊重する心をもつ （など）

幼稚園 各 学 年 の 食 に 関 す る 指 導 の 目 標 中学校
保育所

低 学 年 中 学 年 高 学 年 中学校と
幼稚園・ の連携に
保育所と ○食べ物に興味関心を ○楽しく食事をすることが心身の ○楽しく食事をすることが､人と人とのつながり 関する方
の連携に もつ。 健康に大切なことが分かる｡ を深め､豊かな食生活につながることが分かる｡ 針等
関する方 ○好き嫌いせずに食べ ○健康に過ごすことを意識して､ ○食事が体に及ぼす影響や食品をバランスよく を記述する｡
針等 ようとする。 いろいろな食べ物を好き嫌い 組み合わせて食べることの大切さを理解
を記述する｡ ○いろいろな食べ物の せずに食べようとする｡ し､一食分の食事が考えられる。

名前が分かる｡ ○衛生的に給食の準備や食事､ ○食品の衛生に気を付けて、簡単な調理を
(など) 後片付けができる。 (など) することができる。 （など）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

低 ○給食の約束、歯を大切に ○夏休みの健康 ○健康な生活習慣 ○風邪の予防､成長を振り返ろう
学級活動 学 ◎給食を知ろう ◎食べ物の名前を知ろう ◎食べ物に関心をもとう ◎食べ物について振り返ろう

○ 年 ●仲良く食べよう ●楽しく食べよう ●食べ物を大切にしよう ●給食の反省をしよう

特 及び 中 ○給食の約束、歯を大切に ○夏休みの健康、運動と健康 ○健康な生活習慣 ○風邪の予防､成長を振り返ろう
学 ◎食品について知ろう ◎食べ物の働きを知ろう ◎食べ物の３つの働きを知ろう ◎食生活を見直そう

給食の時間 年 ●給食のきまりを覚えよう ●食事の環境について考えよう ●食べ物を大切にしよう ●給食の反省をしよう

別 ◎食に関す 高 ○安全に気を付けた給食準備､歯を大切に ○夏休みの健康、運動と健康 ○健康な生活習慣 ○風邪の予防､成長を振り返ろう
る指導 学 ◎食べ物の働きについて知ろう ◎季節の食べ物について知ろう ◎食べ物と健康について知ろう ◎食生活について考えよう

●給食指導 年 ●楽しい給食時間にしよう ●食事の環境について考えよう ●感謝して食べよう ●１年間の給食を振り返ろう

活 全 校 ◎ふれあい交流ランチ(なかよくなろう) ◎ふれあい交流ランチ ◎ふれあい交流ランチ ◎ふれあい交流ランチ

一 斉 ◎じょうぶな歯をつくろう (楽しく食べよう) (雰囲気作りの工夫をしよう) (感謝の気持ちを表そう)

指導等 ◎主食の大切さを考えよう ◎季節を味わおう
●予約給食 ●予約給食 ●リクエスト給食・予約給食

動

学校行事
・発育測定 ・遠足 ・運動会 ・修学旅行 ・学習発表会 ・個人懇談 ・学校給食週間
・食育月間 ・通学合宿 ・個人懇談 ・夏休み ・冬休み ・スキー学習

児童会 ・ふれあいスタートの会 ・ふれあい当番活動 ・児童フェスティバル ・ふれあい感謝の会
活 動

１ 年 ２ 年 ３ 年 ４ 年 ５ 年 ６ 年

・私の町みんなの町 ・私たちのくらしと土地 ・食料生産を支える ・大昔の人々の暮らし

社 会 ・見直そう私たちの の様子 人々 ・戦争から平和への歩み
関 くらし ・健康なくらしとまちづくり ・住みよいくらしと ・日本とつながりの深い

・調べよう物を作る仕事 ・昔のくらしとまちづくり 環境 国々

連 ・植物の体のつくり ・季節と生き物 ・種子の発芽･成長･ ・インゲンマメやジャ
や育ち方 ・人の体のつくりと 結実 ガイモを育てよう

理 科 ・こん虫の食べものや 運動 ・動物の誕生 ・人の体のつくりと働き
す すみかをしらべよう ・植物とでんぷん

・生物と環境

る ・みんなだいすき ・できるようになったよ
生 活 ・やさいをそだてよう ・おいしいやさいになあれ

・はっけん！わたしの町
教

・なぜ食べるのだろう ・生活を計画的に
家 庭 ・野菜の調理 ・楽しい食事を工夫し

科 ・ごはんを炊く よう

体 育 ・毎日の生活と健康 ・育ちゆく体と私 ・病気の予防
(保健領域)

１主として自分自身に関すること (低)(中)(高) (1)
２主として他の人とのかかわりに関すること (低)(中) (1)(4) (高) (1)(5)

道 徳 ３主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること (低)(中)(高) (1)(2)
４主として集団や社会とのかかわりに関すること (低)(2)(3)(5) (中)(2)(3)(5)(6) (高)(1)(4)(5)(7)(8)

（学校として設定した主題名等を明記する）

総合的な学習の時間 ・むかしの食事 ・ふるさとを食べよう ・豆豆大作戦 ・ホリデーランチを作ろう

家庭・地域と 学校だより、食育(給食)だより、保健だより、学校給食試食会、家庭教育学級、講演会、公民館活動

の連携の取り
組み方 学校を中心として、どのような子どもを育てたいのか、そのために保護者・地域とどのような連携の取組

を計画しているのかを記述する。

地場産物活用 地場産物活用の教育的な意義、活用方針等を記述する。
の方針

個別相談指導 保護者からの申し出、定期健康診断の結果、日常の食生活の様子等から個別相談指導が必要な児童を対象
の方針 及び に実施する等、個別指導の方針等を記述する。
取り組み方 関係職員との連携、校内の指導体制等についても記述する。
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● 食に関する指導の全体計画（中学校）例

･生徒の実態 学 校 教 育 目 標 学習指導要領
･保護者･地域 食育基本法
の実態 食育推進基本計画
等を記述する。 教育委員会の方針

食 に 関 す る 指 導 の 目 標
① 食事の重要性、食事の喜び、楽しさを理解する
② 心身の成長や健康の保持増進の上で望ましい栄養や食事のとり方を理解し、自ら管理していく能力を身に付ける
③ 正しい知識・情報に基づいて、食物の品質及び安全性等について自ら判断できる能力を身に付ける
④ 食物を大事にし、食物の生産等にかかわる人々への感謝する心をはぐくむ
⑤ 食事のマナーや食事を通じた人間関係形成能力を身に付ける
⑥ 各地域の産物、食文化や食にかかわる歴史等を理解し、尊重する心をもつ （など）

幼稚園 小学校
各 学 年 の 食 に 関 す る 指 導 の 目 標

保育所 １ 年 ２ 年 ３ 年

○毎日規則正しく食事を ○食環境と自分の食生活との関 ○生活の中で食事が果たす役割や健康
幼稚園･保育所､小学校 とることができる。 わりについて理解する｡ とのかかわりを理解する。
との連携における基 ○自分の生活や将来の課題を ○身体の発達に伴う必要な栄 ○１日分の献立を踏まえ、簡単な日常
本方針等を記述する｡ みつけ､望ましい食事の仕方 養や食品に含まれる栄養素 食の調理ができる。

や生活習慣を理解し､ の種類と働きを知り、中学 適切な取り扱いができる
自らの健康を保持増進 生の時期の栄養について理 ○食品の安全で衛生的な取扱いができ
しようとする。 （など） 解する。 （など） る。 （など）

（月、学期、教育期等で区切る）（学校として設定した題材名､活動名､行事名､時数等を明記する 以下例示）

1 ◎朝食の大切さを見直そう ◎夏の健康と食事について考え ◎日本食を見直し良さを知ろう ◎楽しい給食時間の過ごし方を考
学級活動 ●給食時間の過ごし方 よう ●準備・後片付けの協力 えよう

○ 年 ･準備･後片付け･手洗い･身支度 ●食事、会食の仕方 ●食事のマナー

特 及び 2 ◎成長期の食事を知ろう ◎夏の健康と食事について考え ◎地場産の食材を使った料理を ◎食文化について考えよう
●給食時間の過ごし方 よう 考えよう ●食事のマナー

給食の時間 年 ･準備･後片付け･手洗い･身支度 ●食事、会食の仕方 ●衛生的な食事

別 ◎食に関す 3 ◎行事食の由来を知ろう ◎抵抗力を高める食事について ◎生涯の健康について考えよう
る指導 ●給食時間の過ごし方 ◎旬の食材について知ろう 考えよう ●食事のマナー

●給食指導 年 ･準備･後片付け･手洗い･身支度 ●食事、会食の仕方 ●衛生的な食事

活 全 校 ○給食時間の過ごし方を考えよう ○会食の仕方を考えよう ○感謝して食べよう ○正しい食事マナーを身に付けよ
一 斉 ○健康な歯や骨をつくろう ●予約給食(セルフサービス) う
指導等 ●リクエスト給食 選択給食

動 身体計測、 歯科健診 授業参観 授業参観 学校給食週間
学校行事 旅行的行事 学校保健委員会 学校保健委員会

食育月間 体育祭

生徒会 組織作り、年間活動計画作 牛乳と他の飲み物の栄 スナック菓子の塩分･脂肪 牛乳の残量調査
活 動 成、たより作成 養比較調査 分調査､ﾘｸｴｽﾄ献立募集 今年度の活動の反省

１ 年 ２ 年 ３ 年

〔地理的分野〕
(1)世界の様々な地域 イ ウ エ (2)日本の様々な地域 イ(ｱ)(ｳ) ウ(ｱ)(ｲ)(ｳ)(ｴ)(ｶ) エ
〔歴史的分野〕

関 社 会 (1)歴史のとらえ方 アイウ (2)古代までの日本 アイ (3)中世の日本 イ(4)近世の日本 ウ
(5)近代の日本と世界 イエカ (6)現代の日本と世界 イ

連 〔公民的分野〕
(1)私たちと現代社会 アイ (2)私たちと経済 ア (3)私たちと国際社会の諸課題 ア イ

す
［第２分野］(1)植物の生活と種類 ア(ｱ) イ(ｱ)(ｲ) ウ(ｱ)(ｲ)

る 理 科 (3)動物の生活と生物の変遷 イ(ｱ) ウ(ｱ)(ｲ)
(5)生命の連続性 ア(ｲ) イ(ｱ) (7)自然と人間 ア(ｱ)(ｲ) イ(ｱ) ウ(ｱ)

教
保健体育 (4)健康な生活と疾病の予防 イ エ

科 〔保健分野〕

技術･家庭 B 食生活と自立 〔 Ａ家族･家庭と子どもの成長 D身近な消費生活と環境 〕

〔家庭分野〕 (1)中学生の食生活と栄養 ア イ (2)日常食の献立と食品の選び方 ア イ ウ
(3)日常食の調理と地域の食文化 ア イ ウ

１主として自分自身に関すること (1) ２主として他の人とのかかわりに関すること (1) (6)
道 徳 ３主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること (1) (2)

４主として集団や社会とのかかわりに関すること (5) (6) (8) (9) (10)
総合的な学習の時間 和文化の美を追究しよう エコ･エコクッキング その食、安心？

家庭・地域と 学校だより、食育(給食)だより、保健だより、学校給食試食会、家庭教育学級、講演会、公民館活動
の連携の取り
組み方 学校を中心として、どのような子どもを育てたいのか、そのために保護者・地域とどのような連携の取組

を計画しているのかを記述する。

地場産物活用 地場産物活用の教育的な意義、活用方針等を記述する。
の方針

個別相談指導 保護者からの申し出、定期健康診断の結果、日常の食生活の様子等から個別相談指導が必要な生徒を対象
の方針及び取 に実施する等、個別指導の方針等を記述する。
り組み方 関係職員との連携、校内の指導体制等についても記述する。
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各学年の食に関する指導の目標 例

学年 ①食事の重要性 ②心身の健康 ③食品を選択する ④感謝の心 ⑤社会性 ⑥食文化
能力

◇食べ物に興味・ ◇嫌いな食べ物で ◇食べ物の名前が ◇食事を作ってく ◇友だちと仲良く ◇自分の住んでい
関心をもつ。 も親しみをもつ 分かる。 れた人に感謝す 食べる。 る身近な土地で

１ ことができる。 る。 ◇正しいはしの使 とれた食べ物を
◇楽しく食事をす ◇いただきますと い方が分かる。 知る。

年 ることができる。 ◇正しい手洗いが ごちそうさまの ◇正しい食器の並
できる。 意味が分かり、 べ方が分かる。

◇朝食の大切さが あいさつができ ◇給食の準備や後
分かる。 る。 片付けができる｡

◇食べ物に興味・ ◇好き嫌いせずに ◇いろいろな食べ ◇食事を作ってく ◇みんなと協力し ◇季節や行事にち
小 関心をもつ。 食べようとする。 物の名前が分か れる人の努力を て給食の準備や なんだ料理があ
２ る。 知る。 後片付けができ ることを知る。
◇食べ物には命が ◇よく噛んで食べ る。

年 あることが分かる｡ ることの大切さ ◇心を込めて、い ◇正しくはしを使
が分かる。 ただきますとご うことができる。

学 ちそうさまのあ ◇食器を正しく並
◇よい姿勢で、落 いさつができ べられ、正しく
ち着いて食べる る。 持って食べるこ
ことができる。 とができる。

校 ◇３食規則正しく ◇好き嫌いせずに ◇いろいろな料理 ◇食事は多くの人 ◇食事のマナーを ◇季節や行事にち
食事をとり、生 残さず食べよう の名前が分かる。 々の努力があっ 考えて楽しく食 なんだ料理があ

３ 活リズムを整え とする。 て作られること 事ができる。 ることが分か
ることの大切さ ◇よく噛んで食べ ◇食品を安全で衛 を知り、感謝の る。

年 が分かる。 ることができる｡ 生的に扱うこと 気持ちをもって ◇楽しく給食を食
◇健康に過ごすた は大切だという 食べることがで べるために、み
めには食事が大 ことが分かる。 きる。 んなで協力でき
切なことが分かる｡ る。

◇楽しく食事をす ◇健康に過ごすこ ◇衛生的に給食の ◇自然の恵みに感 ◇会話を工夫しな ◇地域の産物に興
ることが心身の とを意識して、 準備や食事、後 謝して食べるこ がら楽しく食事 味をもち、日常

４ 健康に大切なこ いろいろな食べ 片付けができる。 とができる。 ができる｡ の食事と関連付
とが分かる。 物を好き嫌いせ ◇協力して食事の けて考えること

年 ずに食べようと 準備をしたり分 ができる。
する｡ 別してごみを片

付けたりできる。

◇日常の食事に興 ◇栄養のバランス ◇食品の安全・衛 ◇生産者や自然の ◇協力して食事の ◇特産物を理解
味・関心をもつ のとれた食事の 生について考え 恵みに感謝し残 準備や後片付け し、日常の食事

５ 。 大切さが分かる。 ることができる｡ さず食べること を進んで実践 と関連付けて考
◇五大栄養素と食 ができる。 する。 えることができ

年 ◇朝食をとること 品の三つの働き る。
の大切さを理解 が分かり、好き
し習慣化している｡ 嫌いせずに食べ

ることができる。

◇楽しく食事をす ◇食事が体に及ぼ ◇食品の衛生に気 ◇食事にかかわる ◇楽しい食事を通 ◇食文化や食品の
ることが、人と す影響や食品を を付けて、簡単 多くの人々や自 して、相手を思 生産・流通・消

６ 人とのつながり バランスよく組 な調理をするこ 然の恵みに感謝 いやる気持ちを 費について理解
を深め、豊かな み合わせて食べ とができる。 し、残さず食べ もつことができ を深める。

年 食生活につなが ることの大切さ ることができ る。 ◇外国の食文化を
ることが分かる。 を理解し、一食 ◇衛生的に食事の る。 通して、外国と

分の献立を考え 準備や後片付け ◇食事の準備や後 のつながりを考
調理をすること をすることがで 片付けをよりよ えることができ
ができる。 きる。 く実践しようと る。

する。

◇毎日規則正しく ◇自分の生活や将 ◇食品の安全・衛 ◇生産者や自然の ◇会食について関 ◇食文化や歴史と
食事をとること 来の課題をみつ 生について判断 恵みに感謝し、 心をもち、楽し 自分の食生活と
ができる。 け、望ましい食 し、適切な取扱 食品を無駄なく い食事を通して の関連を考える

中 １ 事の仕方や生活 いができる。 使って調理をす 望ましい人間関 ことができる。
◇食環境と自分の 習慣を理解し､自 ることができ 係をよりよく構～

食生活とのかか らの健康を保持 ◇食品に含まれて る。 築しようとする。 ◇食品の生産、流
わりを理解する。 増進しようとす いる栄養素や働 通、消費につい

３ る。 きが分かり、品 ◇環境や資源に配 て正しく理解す
学 ◇生活の中で食事 ◇身体の発達に伴 質の良否を見分 慮した食生活を る。
年 が果たす役割や う必要な栄養や け、適切な選択 しようとする。

自ら調理できる 食品に含まれる ができる。
ことの重要性、 栄養素の種類と
健康と食事との 働きを知り、中

校 かかわりを理解 学生の時期の栄
する。 養について理解

する。
◇１日分の献立を
踏まえ、簡単な
日常食の調理を
することができ
る。

－118－



表記について
・ について知る → 必要があることが分かる → 理解する（ことができる）

考える（ことができる）
大切さに気付く（ことができる）

・ □□できる
「理解することができる」とはしない。

調理する 調理をする 調理ができる ←→ ◎調理をすることができる
食べる 食事をする （食事ができる） 食べることができる （食事をすることができる）
後片付け 後片付けをする 後片付けができる ←→ ○後片付けをすることができる

（○印は小学校学習指導要領家庭科の表記）
・ 食事をとる ○楽しく食事をする

○食事のとり方
○日常とっている食事 使用に関する厳密な決まりはない
○日常食べている食品
○食品を組み合わせてとる必要があること

学習指導要領の改正で新出・追加の内容で記載が望ましいもの
【小学校】
家庭 体に必要な栄養素の種類と働き … 五大栄養素

生活リズム 朝食
マナーという文言の例示 箸の例示
食事のあいさつと感謝 残さず食べることと食事を大切にすること

盛り付け、配膳の例示 … 我が国の伝統的な配膳の仕方が分かる

体育

特活

【中学校】
保体

技家 調理を通して地域の食文化を理解

特活
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第 7章 学校における食育の推進の評価 

 

1．評価の基本的な考え方 

 

   学校における食育は、学校教育活動全体を通じて総合的に推進することにより、成果が期待できるも

のであることから、食育の推進の成果を検証するためには、各教科等における個々の食に関する指導に

対する評価ではなく、全体としての食育の推進体制等の評価を行うことが必要です。 

したがって、食育の評価を、学校評価における評価項目として位置付け、学校の実情や児童生徒の実

態に応じた目標と食育の推進体制等に関する指標を設定し、その達成状況を評価することが求められま

す。 

また、食育の推進は、家庭・地域との連携・協力が不可欠であることから、保護者や地域の関係者自

身による食育の重要性の認識や食生活の変容、学校の食育推進へ理解やかかわりなどについて、家庭・

地域での取組状況を踏まえた自己評価を行うとともに、学校における食育の推進体制等に対する学校関

係者評価（家庭・地域による外部評価）を行い、総合的に評価することが求められます。 

なお、第 3章で記述した各教科等における食に関する指導は、関連教科や道徳、総合的な学習の時間、

特別活動等において、教科等のねらいに沿って指導が行われます。ここでの評価は、まずは、教科等の

ねらいに対する評価が必要であり、直接的には食に関する指導の評価にはならないと考えられます。教

科等における食に関する指導については、栄養教諭が食育の視点に立った評価資料を作成し、担任（教

科担当）等が行う当該単元の評価に資するものとして提供することが望まれます。 

 

2．評価の方法 

 

(1) 目標の設定 

学校が、教育活動その他の学校運営について、継続的に改善していくためには、学校の実状や児童生

徒の実態に応じて目標を適切に設定することが重要です。食育に関しては、第２章で示した各学校で作

成される全体計画における「食に関する指導の目標」と、それをより具体的に記述した「各学年の食に

関する指導の目標」を設定します。（23頁参照） 

 

(2) 評価指標の設定 

第 2章で記述した全体計画における「食に関する指導の目標」の達成状況の評価指標として、次のよ

うな例が考えられます。 

  
① 教育課程への位置付けや校務分掌への位置付け等、食育の推進体制の整備状況 

 ② 全体計画、年間指導計画等の作成・改善の状況 

 ③ 食に関する指導の実施状況 

 ④ 朝食摂取、睡眠時間、排便習慣等、生活習慣に関する調査の結果 

 ⑤ 農林漁業体験等、食に関する指導における体験活動の実施状況 

 ⑥ 献立作成における栄養バランスや食味の改善の状況 

 ⑦ 食に関する指導における学校給食の活用状況 

 ⑧ 学校給食における地場産物の活用状況 

 ⑨ 伝統的な食文化の継承等に向けた郷土食や伝統料理等の献立への活用状況 

 ⑩ 適切な給食時間の設定等の環境整備の状況 

 ⑪ 個別指導体制の整備・実施の状況 

 ⑫ 学校間や家庭・地域との連携状況       など 

 
例示した指標は、食育基本法及び食育推進基本計画の趣旨を踏まえたものであり、数値による定量的

な指標から数値に表すのが難しい定性的な指標まで様々なものが含まれています。これらの指標は、学

校の実状等に応じて適切に設定する必要があります。 

評価のための指標は、目標の達成状況を把握するための指標（成果指標）と、達成に向けた取組の状

況を把握するための指標（取組指標）に大別できます。例えば、指標例②は、作成・改善の有無を達成

－120－



状況で評価するよりも、どのように作成・改善されたか、取組の状況を評価すべきものです。同様に指

標例③も、授業の実施回数を定めて達成状況を評価するよりも、年間指導計画にしたがってどのような

指導が行われたかを評価することが重要です。 

一方、指標例④は、実態把握のもとに具体的な数値目標を定め、達成状況を評価しつつ継続的に取り

組むことが、問題状況の改善へとつながっていきます。 

また、指標例④の「朝食摂取」は、朝食の重要性を理解することのみならず、就寝・起床、睡眠時間

を含めた生活習慣全体の改善の結果と考えられ、それは、家庭との実質的な連携の成果とも考えられま

す。このように様々な取組が一つの成果として達成されるような複合的な評価指標を設定することが重

要です。そのような評価指標としては、次のようなものが考えられます。 

 

○朝食欠食率の改善状況  ○学校給食残食率の改善状況  ○地場産物活用率の向上 

 
教育の目標は子どもの成長であることから、児童生徒の状況に関する成果指標をできるだけ重視する

ことが望まれます。しかし、成果指標だけで学校における食育の推進の全体を評価することは困難であ

るため、適宜、取組指標の設定も必要となります。 

成果は客観的な数値で示すことが重要です。しかし、数値によって示すことのできない指標にも焦点

をあて、状況を適切に把握することが大切です。 

 

(3) 具体的な評価基準の設定 

例えば、「Ａ…十分達成」「Ｂ…ほぼ達成」「Ｃ…要改善」のように、達成度を判定するための基準

を定める必要があります。そのためには、実態を踏まえた上で、達成できた状態とはどのような状態で

あるかを明らかにしておくことが重要です。 

例えば、指標例④の「朝食の摂取状況」では、「朝食欠食の生徒が２％以下となり、食事内容の改善

がみられた生徒が８０％以上」などをＢ判定基準とし、それ以上・以下をそれぞれＡ・Ｃ判定とする等

の判定基準を示しておくことが重要です。 

 

3．評価の実施 

 

学校における食育の評価は、学校評価における評価項目に位置付けて行いますが、目標の達成状況を

検証し、その原因分析等を行うためには、客観的な情報・資料を日常的に収集・整理することが重要です。

そのような日常的な情報・資料の整理、児童生徒の変容の把握や分析、学校関係者評価のためのアンケー

トの実施・集約・分析など学校評価への資料提示に係る諸作業は、食育を担当する委員会などの組織を活

用することが有効であり、栄養教諭を中心とし、関係職員の連携・協力の下に行われることが望まれます。

（第２章４項２７頁参照） 

また、１年間にわたる取組を、指導効果を年度途中に確認し、改善を加えながら進めていくためには、

目標（Plan）－実行（Do）－評価（Check）－改善（Action)というＰＤＣＡサイクルに基づいて取り組む

必要があります。 

     

○Ｐ（Plan）は、目標とともに目指すべき成果やそれに向けた取組に関する計画です。 

   事前の実態調査を綿密に行い、指導計画を立てます。 

 ○Ｄ（Do）は、計画に基づいた実行即ち指導です。 

 ○Ｃ（Check）は、評価です。指導の効果等を評価します。 

 ○Ａ（Action）は、評価の結果を踏まえ、修正すべき点は修正をし、さらに次の指導へとつなげ、目標

達成へ導きます。 

 
学校評価の結果は、保護者や地域住民等に対して説明するとともに、学校のホームページに掲載するこ

となどにより、広く公表することが原則です。学校における食育の推進の評価についても結果を公表し、

保護者や地域住民と意見交換を行うことを通じて相互理解を深め、学校、家庭、地域の連携体制の改善・

強化を促進しつつ、食育の推進の取組を組織的・継続的に改善していくことが重要です。 
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健康的な生活習慣づくり重点化事業の実施要綱（抜粋） 

 

1． 目的  

喫煙や食習慣などの生活習慣が関与する生活習慣病は、その生活習慣を改善することにより

病気の発症予防や重症化を予防することができる。  

現在、「健康日本 21（第二次）」や「食育推進基本計画」等において、たばこ、栄養、運動等

について目標を立て、健康づくり運動を行っているところである。  

しかしながら、喫煙率は、男性４割弱、女性１割強であり、男性は先進諸国と比べ高い状況

にあり、また、糖尿病が強く疑われる人は 890万人、糖尿病の可能性を否定できない人を合わ

せると約 2,210万人と推計されている。 

こうしたことから、地域、職域及び学校等の身近なところで、たばこ対策や肥満・糖尿病予

防に関する事業を総合的に実施するとともに、地域に根ざした信頼や社会規範、ネットワーク

といった社会関係資本等（ソーシャルキャピタル）を醸成し、住民参画型の地域のボランティ

アを活用する主体的かつ自由な発想に基づく健康づくり対策を実施することにより効果的な

生活習慣の改善による健康増進を図ることを目的とする。 

 

2． 実施主体  

この事業の実施主体は都道府県、保健所を設置する市及び特別区とする。  

 

3． 事業内容  

本事業の対象は、以下のとおりとする。  

(1) たばこ対策促進事業  

（省略）  

(2) 糖尿病予防戦略事業  

糖尿病の発症を予防するために、生活習慣を改善し、適切な食生活や適度な運動習慣等の

実践に結びつくよう環境を整備することを目的とする。 

ａ 20～30 歳代を中心とした肥満予防に関する事業 

① 運動施設等を活用した肥満予防・改善のための体験機会の提供 

運動施設（健康増進施設を含む。）等を活用し、「食事バランスガイド」、「健康づくり

のための身体活動基準 2013」等を取り入れた肥満予防・改善のための実践的な体験機会

の提供 

② 民間産業と連携したメニュー改善に向けた取組 

飲食店にけるエネルギー摂取のバランスに配慮したメニューの提供等、民間産業と連

携した取組の実施 

③ 事業企画・評価委員会等の設置・運営 

事業を円滑に実施するために、委員会等を設置し、上記の企画・運営・評価を行い、

その上で事業実施報告書の作成等を行うこと。評価に当たっては、参加者の体重維持や

減少につながる意識や行動の変化、参加事業者等の継続的な実施につながる意識や取組

の変化を把握・分析すること。  

ｂ 壮年期以降の糖尿病予防対策事業 

① 家族ワークショップ、講演会等の開催 

糖尿病予防のために必要な知識を学び、食生活の改善に取組むため、家族等で参加す

るワークショップ・講習会の開催 

② 民間産業、商店街等と連携した糖尿病予防対策 

地域の商店街等においてスーパーマーケット、コンビニエンスストア、飲食店などの

食品関連事業者等と連携した、事業者等が行う栄養成分表示やヘルシーメニューの提供

の促進 

 

資料６ 
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③ 事業企画・評価委員会等の設置・運営  

事業を円滑に実施するために、委員会等を設置し、上記の企画・運営・評価を行い、

その上で事業報告書の作成等を行うこと。評価に当たっては、参加者の食生活改善につ

ながる意識や行動の変化、参加事業者等の継続的な実施につながる意識や取組の変化を

把握・分析すること。 

ｃ 留意事項 

① 事業計画は、地域の特性や実情を考慮して計画すること。 

② 事業の実施にあたっては、実施地区の市町村管理栄養士、関係機関、関係団体、民間

産業等と連携を図ること。  

③ 事業の評価は、プロセス評価、アウトカム評価を行い報告すること。 

④ ａの③及びｂの③については、必ず地域の保健医療・教育関係者、民間産業等を含め

た栄養・食生活、運動、肥満対策関係者で構成される委員会等を実施すること。なお、

既存の委員会等を活用してもよい。また、ａ及びｂの両事業を行う場合には、同一の委

員会等で、企画・運営・評価を行っても差し支えない。 

 (3) 地域の健康増進活動支援事業 

   （省略） 

 

4． 経費の負担  

（省略） 

 

5． この要綱は平成 25年 4月 1日から適用する。 

 

（注）下線は当省が付した。 
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